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資料 2 

 

放射性物質の輸送に関する IAEAの安全要件の取入れ及び IRRSの

指摘事項に対応するための関係する原子力規制委員会規則、告示及

びガイドの改正案並びにこれらに対する意見募集の実施について 

 

令和２年８月１９日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．経緯等 

国際原子力機関（IAEA）放射性物質安全輸送規則 2018年版（SSR-6 Rev.1）の

国内取り入れ及び本年 1月の IAEAの総合規制評価サービス（IRRS）での指摘事

項に対応するため、原子力規制委員会が所管する核燃料物質等及び放射性同位

元素（RI）等の輸送に係る原子力規制委員会規則、告示及びガイドの改正の対応

方針について、令和 2 年 6 月 17 日の第 10 回原子力規制委員会において了承さ

れた（参考参照）。 

 

２．改正内容 

（１）改正案 

上記の対応方針を踏まえた関係規則等の改正案について、別紙１から３のと

おり改正を行うこととしたい。なお、改正案のうち別紙１－２の核原料物質の使

用に関する規則についても、上記の原子力規制委員会への対応方針の報告には

含まれていないが、IAEA の安全要件が全ての放射性物質を対象とするものであ

ることから、関係省庁所管法令との平仄をとるため、上記の対応方針に則り、改

正を行うこととしたい。 

また、関係規則等の改正を受け、別紙４の核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等及び

別紙５の放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく原子力規制委員会の処

分に係る審査基準等についても、所要の改正を行うこととしたい。 

 

別紙１：核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則等の一

部を改正する規則（案） 

別紙１－１：核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規

則の一部改正に関する表 

別紙１－２：核原料物質の使用に関する規則の一部改正に関する表 

別紙１－３：放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部改正に

関する表 
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別紙２：平成二年科学技術庁告示第五号（核燃料物質等の工場又は事業所の外

における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示）及び平成二

年科学技術庁告示第七号（放射性同位元素等の工場又は事業所の外における

運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示）の一部を改正する告

示（案） 

別紙２－１：平成二年科学技術庁告示第五号（核燃料物質等の工場又は事

業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を

定める告示）の一部改正に関する表 

別紙２－２：平成二年科学技術庁告示第七号（放射性同位元素等の工場又

は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目

等を定める告示）の一部改正に関する表 

別紙３：核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る核燃料輸送物

設計承認及び容器承認等に関する申請手続ガイドの一部改正について（案） 

別紙４：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子

力規制委員会の処分に係る審査基準等の一部改正について（案） 

別紙５：放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく原子力規制委員会の処

分に係る審査基準等の一部改正について（案） 

 

（２）施行期日等（条文案については別紙１及び２参照） 

施行期日：令和 3年 1月 1日 

 

経過措置 

・施行日前にされた運搬物の確認又は容器若しくは設計の承認（更新を含

む。）の申請であって、施行の際確認又は承認をするかどうかの処分がされ

ていないものについての処分については、なお従前の例による。 

・施行の際現に認証を受けている放射性同位元素装備機器は、改正後の放射

性同位元素等の規制に関する法律施行規則の技術上の基準に適合したもの

とみなす。 

・施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元

素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。 

 

３．意見募集の実施 

本委員会において了承が得られれば、別紙１、２、４及び５の改正案について、

行政手続法（平成 5年法律第 88号）に基づき、意見募集を実施することとした

い。あわせて、別紙３の改正案について、行政手続法に定める命令等に該当する

ものではないが、任意に行うものとして意見募集を実施することとしたい。 

意見募集期間（予定）：令和 2年 8月 20日（木）～9月 18日（金）（30日間） 
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４．放射線審議会への諮問 

意見募集の終了後、意見募集の結果を踏まえた改正案を原子力規制委員会に

諮った上で、改正案のうち新たに 7 核種の放射性物質の基礎的数値1を定めるこ

とを放射線審議会へ諮問することについて諮る。 

 

５．今後の予定 

 

日程（予定） 会 議 等 備 考 

2020年 10月 

 

 

 

 

2020年 10月頃 

 

 

2020年 11月頃 

 

 

2020年 11月 

 

 

2020年 12月 

 

2021年 1月 1日 

原子力規制委員会 

 

 

 

 

放射線審議会 

 

 

放射線審議会 

 

 

原子力規制委員会 

 

 

公示（規則、告示改正） 

 

施行（規則、告示改正） 

 

意見募集結果の説明、回答案

及び改正案の審議、改正案に

ついて放射線審議会へ諮問す

ることの了解 

 

改正案を諮問（審議会に諮る

必要のある事項に限る） 

 

改正案について答申 

 

 

答申を踏まえ、改正案を委員

会決定 

 

 

参考１：令和 2年度第 10回原子力規制委員会資料 2（令和 2年 6月 17日） 

参考２：核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則等の抜

粋 

                                                   
1 基礎的数値とは、放射性物質の輸送容器へ収納可能な放射能量の限度（以下「収納限

度」という。）及び輸送に係る規制が免除となる値（物質の放射能濃度限度及び運搬物の

放射能量限度。以下「規制免除値」という。）をいう。この規制免除値は、BSS（国際基本

安全基準）に基づいている。 
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
七
条
の

七
第
四
項
並
び
に
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十

五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
則
の
一
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

一

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）

別
表
第
一

二

核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）

別
表
第
二

別紙１
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三

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）

別
表
第
三

第
二
条

前
条
各
号
に
定
め
る
表
中
の
傍
線
、
破
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二

条
項
番
号
そ
の
他
の
標
記
部
分
（
以
下
単
に
「
標
記
部
分
」
と
い
う
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
及

び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
標
記
部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
異
な
る
と
き
は
、
改

正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
移
動
す
る
こ
と
。

三

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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第
二
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
五
十
九
条

第
二
項
の
確
認
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け

る
運
搬
に
関
す
る
規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
承
認
（
承
認
の
更
新
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
で

あ
っ
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
確
認
又
は
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認

証
を
受
け
て
い
る
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十

五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
又
は
同
法
第
十
八
条
第
三
項
（
同
法
第
二
十
五

条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
放
射
性
同
位
元
素

等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
七
第
四
項
（
同
規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
承
認
の
更
新
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
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の
規
則
の
施
行
の
際
確
認
又
は
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
運
搬
さ
れ
て
い
る
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
等
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
に
つ
い
て

は
、
当
該
運
搬
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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別
表
第
一

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
）

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
）

第
三
条

核
燃
料
物
質
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に

第
三
条

核
燃
料
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
種
類
の
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
種
類
の
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬
し
な
け

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
二
項
に
掲
げ
る
Ｌ
型
輸
送
物
、
Ａ
型
輸
送
物
、
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
、
Ｂ
Ｕ

３

前
二
項
に
掲
げ
る
Ｌ
型
輸
送
物
、
Ａ
型
輸
送
物
、
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
、
Ｂ
Ｕ

型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型

型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型

輸
送
物
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
経
年
変
化
を
考
慮
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ

輸
送
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準

れ
次
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
技
術
上
の
基
準
）

（
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
一
条

核
分
裂
性
物
質
を
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て

第
十
一
条

核
分
裂
性
物
質
を
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て

運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
（
原
子

運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
（
原
子

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い

う
。
）
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
経
年
変
化
を
考
慮
し
た
上
で
、
輸
送

う
。
）
は
、
輸
送
中
に
お
い
て
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
第
五

中
に
お
い
て
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
第
五
条
第
三
号
に
定
め

条
第
三
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
又
は
Ｉ

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
又
は
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物

Ｐ
―
２
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
次
の
各
号
に
掲

と
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基

げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
要

準
に
適
合
す
る
も
の
（
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
核

件
に
適
合
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）
で
な

分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
技
術
上
の
基
準
）

（
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
二
条

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
と
し

第
十
二
条

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
と
し

別紙１－１
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て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
は

て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
は

、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
経
年
変
化
を
考
慮
し
た
上
で
、
次
に
掲
げ
る
技
術

、
次
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

２

原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
量
以
上
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
が
収
納
さ
れ

２

原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
量
以
上
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
が
収
納
さ
れ

て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
（
以
下
「
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
輸
送
物
」
と
い
う
。
）

て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
（
以
下
「
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
輸
送
物
」
と
い
う
。
）

に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
基
準
に
加
え
、
当
該
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
輸
送
物
の
経

に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
基
準
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合

年
変
化
を
考
慮
し
た
上
で
、
次
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
容
器
承
認
書
）

（
容
器
承
認
書
）

第
二
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に

第
二
十
二
条

［
同
上
］

係
る
輸
送
容
器
が
第
三
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
に
定
め
る
技

術
上
の
基
準
（
容
器
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
容
器
承

認
書
を
交
付
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

そ
の
他
特
記
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

（

2
1

）

（

2
1

）

別
記
様
式
第
３

第
条
関
係

別
記
様
式
第
３

第
条
関
係

容
器
承
認
申
請
書

容
器
承
認
申
請
書

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

１
６

略
１

６
同
上

～
～

［

］

７
そ
の
他
特
記
事
項

加
え
る
。

［

］

［

］
略

同
上

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
二

核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
技
術
上
の
基
準
）

（
技
術
上
の
基
準
）

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（

第
二
条

［
同
上
］

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七

条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
核
原
料
物
質
を
使
用
す
る
者
で
原
子
力
規
制
委
員
会

の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

［
一
～
十
一
の
二

略
］

［
一
～
十
一
の
二

同
上
］

十
二

核
原
料
物
質
の
運
搬
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

十
二

核
原
料
物
質
の
運
搬
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
核
原
料
物
質
及
び
そ
の
容
器
の
経
年
変
化
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
イ
～
チ

略
］

［
イ
～
チ

同
上
］

十
三

［
略
］

十
三

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

別紙１－２
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別
表
第
三

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

前

改

正

後

（
認
証
の
基
準
）

（
認
証
の
基
準
）

第
十
四
条
の
三

［
略
］

第
十
四
条
の
三

［
同
上
］

２

放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
使
用
、
保
管
及
び
運
搬
に
関
す
る
条
件
に

２

［
同
上
］

係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術

上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
放
射

五

当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
放
射

性
同
位
元
素
装
備
機
器
又
は
当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
収
納
し

性
同
位
元
素
装
備
機
器
又
は
当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
収
納
し

た
容
器
が
、
経
年
変
化
を
考
慮
し
た
上
で
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

た
容
器
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

［
イ
～
リ

略
］

［
イ
～
リ

同
上
］

六

［
略
］

六

［
同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
）

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
）

第
十
八
条
の
三

放
射
性
同
位
元
素
等
（
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の

第
十
八
条
の
三

放
射
性
同
位
元
素
等
（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（

を
除
く
。
以
下
第
十
八
条
の
十
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号

昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
号
ト

に
該
当
し
な
い

(1)

に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲

も
の
（
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
第

げ
る
種
類
の
放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
同
位
元
素
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、

十
八
条
の
十
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元

又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
運
搬
し
な
け

素
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
種
類
の
放
射
性
輸
送

れ
ば
な
ら
な
い
。

物
（
放
射
性
同
位
元
素
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
二
項
に
掲
げ
る
Ｌ
型
輸
送
物
、
Ａ
型
輸
送
物
、
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
、
Ｂ
Ｕ

３

前
二
項
に
掲
げ
る
Ｌ
型
輸
送
物
、
Ａ
型
輸
送
物
、
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
、
Ｂ
Ｕ

型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型

型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型

輸
送
物
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
経
年
変
化
を
考
慮
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ

輸
送
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
十
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上

別紙１－３
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れ
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
十
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る

の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
承
認
書
の
交
付
）

（
容
器
承
認
書
の
交
付
）

第
十
八
条
の
十
八

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す

第
十
八
条
の
十
八

［
同
上
］

る
承
認
を
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
容
器
承
認

書
を
交
付
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

収
納
物
の
密
封
性
に
関
す
る
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

八

Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
に
あ
つ
て
は
、
Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
の
設
計
基
準
の
う
ち
適

［
号
を
加
え
る
。
］

合
し
な
い
基
準

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

［
略
］

八

［
同
上
］

十
一

そ
の
他
特
記
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

（
特
定
放
射
性
同
位
元
素
を
事
業
所
等
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
に
お

（
特
定
放
射
性
同
位
元
素
を
事
業
所
等
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
に
お

け
る
運
搬
す
る
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

け
る
運
搬
す
る
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
二
十
四
条
の
二
の
四

［
略
］

第
二
十
四
条
の
二
の
四

［
同
上
］

２

特
定
放
射
性
同
位
元
素
に
係
る
放
射
性
輸
送
物
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物

［
項
を
加
え
る
。
］

の
経
年
変
化
を
考
慮
し
た
上
で
、
前
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

）

（

）

別
記
様
式
第
１
９

第
１
８
条
の
１
７
及
び
第
２
４
条
の
２
の
７
関
係

別
記
様
式
第
１
９

第
１
８
条
の
１
７
及
び
第
２
４
条
の
２
の
７
関
係

［

］

［

］

略
同
上

容
器
承
認
申
請
書

容
器
承
認
申
請
書

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

略
同
上
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［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

注
２

注
２

（

）

（

）

密
封
の
状
態

注
５

密
封
の
状
態

注
５

［

］

［

］

略
同
上

［

］

容
器
の
保
守
及
び
放
射
性
輸
送
物
の
取

同
上

扱
に
関
す
る
事
項

［

］

そ
の
他
特
記
事
項

新
設

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

略
同
上

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

性 射 放 る す 納 収

様 仕 の 等 素 元 位 同

性 射 放 る す 納 収

様 仕 の 等 素 元 位 同
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- -1

○
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第

号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
八
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
則
を
実
施
す
る
た
め
、
平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業

所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
）
及
び
平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号

（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
）

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
）
及
び
平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号
（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は

事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

別紙２
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第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
告
示
の
一
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

一

平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
）

別
表
第
一

二

平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号
（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術

上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
）

別
表
第
二

第
二
条

前
条
各
号
に
定
め
る
表
中
の
傍
線
、
破
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二

条
項
番
号
そ
の
他
の
標
記
部
分
（
以
下
単
に
「
標
記
部
分
」
と
い
う
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
及

び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
標
記
部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
同
一
の
と
き
は
、
改

正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

三

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
標
記

部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
異
な
る
と
き
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
移
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動
す
る
こ
と
。

四

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
削
る
こ
と
。

五

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
確
認
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
二
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号
。
以
下

「
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
第
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二
十
一
条
第
二
項
の
承
認
（
承
認
の
更
新
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
の
施

行
の
際
確
認
又
は
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

七
号
）
第
十
八
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
又
は

同
法
第
十
八
条
第
三
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
改
正

規
則
に
よ
る
改
正
前
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
七
第
四
項
（
同
規
則
第
二
十

四
条
の
二
の
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
承
認
の
更
新
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
確
認
又
は
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い

も
の
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
運
搬
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
物
質
等
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
搬

が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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別
表
第
一

平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る

告
示
）
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技

［
題
名
を
付
す
る
。
］

術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（
Ｌ
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
）

（
Ｌ
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
三
条

規
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
核
燃
料
物

第
三
条

規
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
核
燃
料
物

質
等
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該

質
等
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該

当
す
る
核
燃
料
物
質
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
核
分
裂
性
物
質
を
含
む
も
の
に

当
す
る
核
燃
料
物
質
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該

つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で

当
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
う
ち
、
核
分
裂
性
物
質
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は

き
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は

、
第
二
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
も
の

、
当
該
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
の
重
量
が
第
二
十
八
条
に
定
め
る
重
量
を
超
え
な

に
限
る
も
の
と
し
、
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
六

い
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
の
重
量
が
第
二
十
八
条
に
定
め
る
重
量
を
超
え
な
い
も
の
に

限
る
も
の
と
す
る
。

一

核
燃
料
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

一

［
同
上
］

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も
の

核
燃
料
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

核
燃
料
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
核
燃
料
物
質

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
核
燃
料
物
質

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

等
又
は
核
燃
料
物
質
等
を
密
封
し
た
カ
プ
セ

四
ま
で
及
び
別
表
第
六

等
又
は
核
燃
料
物
質
等
を
密
封
し
た
カ
プ
セ

四
ま
で
及
び
別
表
第
六

ル
（
以
下
「
カ
プ
セ
ル
等
」
と
い
う
。
）
で

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放

ル
（
以
下
「
カ
プ
セ
ル
等
」
と
い
う
。
）
で

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放

あ
っ
て
、
当
該
カ
プ
セ
ル
等
の
設
計
が
次
に

射
性
物
質
の
種
類
又
は

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

射
性
物
質
の
種
類
又
は

体

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
原
子
力
規
制
委

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

体

の
（
以
下
「
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
」
と
い

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

員
会
が
認
め
る
も
の
（
以
下
「
特
別
形
核
燃

れ
当
該
各
表
の
第
二
欄

う
。
）

れ
当
該
各
表
の
第
二
欄

料
物
質
等
」
と
い
う
。
）

に
掲
げ
る
数
量
（
別
表

に
掲
げ
る
数
量
（
以
下

［
イ
・
ロ

略
］

第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ

［
イ
・
ロ

同
上
］

「

値
」
と
い
う
。
）

１Ａ

る
数
量
に
あ
っ
て
は
、

の
千
分
の
一

別紙２－１
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当
該
数
量
の
う
ち
原
子

力
規
制
委
員
会
が
適
当

と
認
め
る
数
量
。
以
下

「

値
」
と
い
う
。
）

１Ａ
の
千
分
の
一

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
も
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

［
同
上
］

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
射
性
物
質
の
種

げ
る
放
射
性
物
質
の
種

類
又
は
区
分
に
応
じ
、

類
又
は
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の

第
三
欄
（
別
表
第
四
及

第
三
欄
（
別
表
第
四
及

び
別
表
第
五
に
あ
っ
て

び
別
表
第
五
に
あ
っ
て

は
、
第
二
欄
）
に
掲
げ

は
、
第
二
欄
）
に
掲
げ

る
数
量
（
別
表
第
二
の

る
数
量
（
以
下
「
２Ａ

第
三
欄
に
掲
げ
る
数
量

値
」
と
い
う
。
）
の
千

に
あ
っ
て
は
、
当
該
数

分
の
一

固

量
の
う
ち
原
子
力
規
制

固

委
員
会
が
適
当
と
認
め

る
数
量
。
以
下
「
２Ａ

値
」
と
い
う
。
）
の
千

分
の
一

［
略
］

［
同
上
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

２

前
項
第
一
号
の
表
上
欄
に
規
定
す
る
カ
プ
セ
ル
等
の
設
計
に
つ
い
て
の
承

２

前
項
第
一
号
の
表
上
欄
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
（
既
に
承
認
を
受
け
た
設
計

は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

の
変
更
を
行
う
場
合
は
別
記
様
式
第
二
）
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
カ
プ
セ

れ
ば
な
ら
な
い
。

ル
等
の
設
計
が
同
欄
イ
及
び
ロ
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類

及
び
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
説
明
書
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を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
カ
プ
セ
ル
等

［
項
を
加
え
る
。
］

の
設
計
が
第
一
項
第
一
号
の
表
上
欄
イ
及
び
ロ
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
を
交
付
す
る
。

一

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
番
号

二

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

三

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
名
称

四

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
種
類

五

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
外
形
寸
法
、
重
量
そ
の
他
の
仕
様

六

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
事
項

七

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
の
有
効
期
間

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け

［
項
を
加
え
る
。
］

た
者
は
、
当
該
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
設
計
の
変
更
が
な
い
こ
と
を
示
し

て
、
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
特
別
形

［
項
を
加
え
る
。
］

核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
有
効
期
間
更
新
申
請
書
に
、
当
該
更
新
を
受
け
よ

う
と
す
る
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認

書
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
更
新
を
し
た
と
き
は
、
特

［
項
を
加
え
る
。
］

別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
を
書
き
換
え
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

７

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受

［
項
を
加
え
る
。
］

け
た
者
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
の
日

か
ら
三
十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計

承
認
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受

［
項
を
加
え
る
。
］

け
た
者
は
、
承
認
を
受
け
た
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
設
計
を
廃
止
し
た
と

き
は
、
廃
止
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
特
別
形
核

燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
廃
止
届
出
書
に
当
該
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計

承
認
書
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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９

第
一
項
第
一
号
の
表
下
欄
に
規
定
す
る
別
表
第
二
の
第
二
欄
又
は
第
三
欄

［
項
を
加
え
る
。
］

に
掲
げ
る
数
量
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第

六
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
数
量
を
算
出
し
た
方
法
を
説
明
す
る
書
類
を
添

え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
項
の
申
請
書
、
第
五
項
の
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
有
効
期

［
項
を
加
え
る
。
］

10
間
更
新
申
請
書
、
第
七
項
の
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
記
載
事
項

変
更
届
出
書
、
第
八
項
の
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
廃
止
届
出
書

及
び
前
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
本
一
通
と
す
る
。

（
低
比
放
射
性
物
質
及
び
表
面
汚
染
物
）

（
低
比
放
射
性
物
質
及
び
表
面
汚
染
物
）

第
五
条

規
則
第
三
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
低
比
放
射
性

第
五
条

［
同
上
］

物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
各
号
の
一
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
等
で
あ
っ
て
、

容
器
に
収
納
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
表
面
か
ら

三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
に
よ
る
遮
蔽
の
効
果
は

考
慮
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

前
二
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
固
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
で

三

［
同
上
］

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
Ｌ
Ｓ
Ａ
―
Ⅲ
」

と
い
う
。
）

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

別
記
第
二
に
定
め
る
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
水
中
へ
の
放
射

性
物
質
の
漏
え
い
量
が

値
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

２Ａ

ハ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
表
面
又
は
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量

（
表
面
又
は
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量

率
に
係
る
承
認
の
申
請
）

率
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
十
一
条

規
則
第
五
条
第
七
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う

第
十
一
条

規
則
第
五
条
第
七
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

規
則
第
五
条
第
八
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

２

規
則
第
五
条
第
八
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
別
記
様
式
第
八
に
よ
る
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な

者
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
本
一
通
と
す
る
。

［
項
を
加
え
る
。
］

（
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

（
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
二
十
一
条

［
略
］

第
二
十
一
条

［
同
上
］

２

前
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
め
る
条
件
に
よ
ろ
う
と
す
る
者
は
、
別

２

前
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
め
る
条
件
に
よ
ろ
う
と
す
る
者
は
、
別

記
様
式
第
九
に
よ
る
申
請
書
に
、
そ
の
条
件
が
別
記
第
九
に
掲
げ
る
条
件
と

記
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
、
そ
の
条
件
が
別
記
第
九
に
掲
げ
る
条
件
と

同
等
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

同
等
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

［
項
を
加
え
る
。
］

（
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に

（
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に

係
る
承
認
の
申
請
）

係
る
承
認
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
二

規
則
第
九
条
第
二
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認

第
二
十
二
条
の
二

規
則
第
九
条
第
二
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認

め
る
基
準
に
よ
ろ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
に
よ
る
申
請
書
に
、
そ

め
る
基
準
に
よ
ろ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
申
請
書
に
、
そ

の
基
準
が
同
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
説
明

の
基
準
が
同
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
説
明

す
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

す
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

２

規
則
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
め
る
基
準
に
よ

２

規
則
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
め
る
基
準
に
よ

ろ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
に
よ
る
申
請
書
に
、
そ
の
基
準
が
同
条

ろ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
申
請
書
に
、
そ
の
基
準
が
同
条

第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類
を
添

第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類
を
添

え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
本
一
通
と
す
る
。

［
項
を
加
え
る
。
］

（
核
分
裂
性
輸
送
物
と
な
ら
な
い
核
燃
料
輸
送
物
）

（
核
分
裂
性
輸
送
物
と
な
ら
な
い
核
燃
料
輸
送
物
）

第
二
十
三
条

［
略
］

第
二
十
三
条

［
同
上
］

２

前
項
第
六
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十

２

前
項
第
六
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
六

一
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
が
輸
送
中
に
お
い
て
臨
界
に
達

に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
が
輸
送
中
に
お
い
て
臨
界
に
達
し

し
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

な
い
こ
と
を
説
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

［
項
を
加
え
る
。
］

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
）

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
三
十
四
条

規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
三
十
四
条

規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
別
記
様
式
第
十
二
に
よ
る
申
請
書
に
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
係
る
品

、
別
記
様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書
に
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
係
る
品
質

質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
説
明
書
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
説
明
書
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

［
項
を
加
え
る
。
］

（
設
計
承
認
の
申
請
等
）

（
設
計
承
認
の
申
請
等
）

第
四
十
一
条

規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
四
十
一
条

規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
別
記
様
式
第
十
三
（
既
に
同
項
の
適
用
を
受
け
た
設
計
の
変
更
を
行

者
は
、
別
記
様
式
第
八
（
既
に
同
項
の
適
用
を
受
け
た
設
計
の
変
更
を
行
う

う
場
合
は
別
記
様
式
第
十
四
）
に
よ
る
申
請
書
に
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の

場
合
は
別
記
様
式
第
九
）
に
よ
る
申
請
書
に
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
書
類

書
類
及
び
輸
送
容
器
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
（
設
計
に
係
る
も
の
に
限

及
び
輸
送
容
器
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
（
設
計
に
係
る
も
の
に
限
る
。

る
。
）
に
関
す
る
説
明
書
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

）
に
関
す
る
説
明
書
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た

２

［
同
上
］

と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認

書
を
交
付
す
る
。

一

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
番
号

一

設
計
承
認
番
号

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

六

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
周
囲
の
温
度
の
範
囲

［
号
を
加
え
る
。
］

七

収
納
物
の
臨
界
防
止
の
た
め
の
核
燃
料
輸
送
物
の
構
造
に
関
す
る
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

［
略
］

八

［
同
上
］

十
一

［
略
］

九

［
同
上
］

十
二

輸
送
容
器
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
（
設
計
に
係
る
も
の
に
限
る

［
号
を
加
え
る
。
］

。
）
に
関
す
る
事
項

十
三

［
略
］

十

［
同
上
］
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十
四

そ
の
他
特
記
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
五
に
よ
る
核
燃

４

前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
に
よ
る
核
燃
料

料
輸
送
物
設
計
承
認
有
効
期
間
更
新
申
請
書
に
、
当
該
更
新
を
受
け
よ
う
と

輸
送
物
設
計
承
認
有
効
期
間
更
新
申
請
書
に
、
当
該
更
新
を
受
け
よ
う
と
す

す
る
核
燃
料
輸
送
物
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
を
添
え
て
、
原
子

る
核
燃
料
輸
送
物
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
を
添
え
て
、
原
子
力

力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者

は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
の
日
か
ら
三

は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
の
日
か
ら
三

十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
十
六
に
よ
る
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
記
載

十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
十
一
に
よ
る
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
記
載

事
項
変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者

７

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者

は
、
承
認
を
受
け
た
核
燃
料
輸
送
物
の
設
計
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の

は
、
承
認
を
受
け
た
核
燃
料
輸
送
物
の
設
計
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
十
七
に
よ
る
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
別
記
様
式
第
十
二
に
よ
る
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認

認
書
廃
止
届
出
書
に
当
該
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
を
添
え
て
原
子
力
規

書
廃
止
届
出
書
に
当
該
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
を
添
え
て
原
子
力
規
制

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

［
略
］

８

［
同
上
］

（

）

（

）

別
表
第
一

第
三
条
関
係

別
表
第
一

第
三
条
関
係

種
類
が
明
ら
か
で
あ
り

か
つ

一
種
類
で
あ
る
放
射
性
物
質
の
場
合
の
数

種
類
が
明
ら
か
で
あ
り

か
つ

一
種
類
で
あ
る
放
射
性
物
質
の
場
合
の
数

、
、

、
、

量
の
限
度

量
の
限
度

第
一

欄
第

二
欄
第

三
欄

第
一

欄
第

二
欄
第

三
欄

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
略

同
上

同
上

同
上

同
上

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
略

同
上

同
上

同
上

同
上

2
7

0
.
4

0
.
4

2
7

0
.
4

0
.
4

6
0

6
0

Ｃ
ｏ

Ｃ
ｏ

2
8

0
.
6

0
.
6

5
7Ｎ
ｉ

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
略

同
上

同
上

同
上

同
上

3
2

0
.
5

0
.
5

3
2

0
.
5

0
.
5

6
8

6
8

Ｇ
ｅ

Ｇ
ｅ
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3
2

1
1

6
9Ｇ
ｅ

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
略

同
上

同
上

同
上

同
上

3
8

0
.
2

0
.
2

3
8

0
.
2

0
.
2

8
2

8
2

Ｓ
ｒ

Ｓ
ｒ

3
8

1
1

8
3Ｓ
ｒ

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
略

同
上

同
上

同
上

同
上

5
6

2
0

0
.
6

5
6

2
0

0
.
6

1
3
3
m

1
3
3
m

Ｂ
ａ

Ｂ
ａ

5
6

2
0

0
.
6

1
3
5
mＢ
ａ

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
略

同
上

同
上

同
上

同
上

6
4

3
0
.
6

6
4

3
0
.
6

1
5
9

1
5
9

Ｇ
ｄ

Ｇ
ｄ

6
5

0
.
8

0
.
8

1
4
9Ｔ
ｂ

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
略

同
上

同
上

同
上

同
上

6
5

1
0
.
6

6
5

1
0
.
6

1
6
0

1
6
0

Ｔ
ｂ

Ｔ
ｂ

6
5

3
0

0
.
7

1
6
1Ｔ
ｂ

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
略

同
上

同
上

同
上

同
上

7
7

1
0
.
6

7
7

1
0
.
6

1
9
2

1
9
2

Ｉ
ｒ

Ｉ
ｒ

7
7

4
0

4
1
9
3
mＩ
ｒ

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
略

同
上

同
上

同
上

同
上

（

）
［

］

（

）
［

］

備
考

略
備
考

同
上

（

）

（

）

別
表
第
二

第
三
条
関
係

別
表
第
二

第
三
条
関
係

種
類
が
明
ら
か
で
あ

て
一
種
類
で
あ
り

か
つ

別
表
第
一
に
掲
げ
る

種
類
が
明
ら
か
で
あ

て
一
種
類
で
あ
り

か
つ

別
表
第
一
に
掲
げ
る

っ
、

、
、

っ
、

、
、

放
射
性
物
質
以
外
の
放
射
性
物
質
の
場
合
の
数
量
の
限
度

放
射
性
物
質
以
外
の
放
射
性
物
質
の
場
合
の
数
量
の
限
度

第
一

欄
第

二
欄

第
三

欄
第

一
欄

第
二

欄
第

三
欄

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
同
上

同
上

同
上

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

一
略

略
略

一
同
上

同
上

同
上

二
放
出
す
る
放
射
線

親
核
種
及
び
子
孫
核
種
親
核
種
及
び
子
孫
核
種

二
放
出
す
る
放
射
線

親
核
種
及
び
娘
核
種
に
親
核
種
及
び
娘
核
種
に
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が
一
種
類
で
あ
り

に
対
す
る
一
の
第
一
欄
に
対
す
る
一
の
第
一
欄

が
一
種
類
で
あ
り

対
す
る
一
の
第
一
欄
の
対
す
る
一
の
第
一
欄
の

、
、

当
該
放
射
性
物
質
が

の
区
分
に
応
じ

そ
れ
の
区
分
に
応
じ

そ
れ

当
該
放
射
性
物
質
が

区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ

、
、

、
、

原
子
核
の
崩
壊
連
鎖

ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
ぞ
れ
第
三
欄
に
掲
げ
る

原
子
核
の
崩
壊
連
鎖

れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
れ
第
三
欄
に
掲
げ
る
数

を
生
ず
る
も
の

以
数
量
の
う
ち
最
小
の
も
数
量
の
う
ち
最
小
の
も

を
生
ず
る
も
の

以
量
の
う
ち
最
小
の
も
の
量
の
う
ち
最
小
の
も
の

（

（

下
親
核
種

と
い

の
の

下
親
核
種

と
い

「

」

「

」

う
で
あ

て
う

で
あ

て

）

）

。
っ
、

。
っ
、

そ
の
物
理
的
半
減
期

そ
の
物
理
的
半
減
期

が
そ
の
原
子
核
の
崩

が
そ
の
原
子
核
の
崩

壊
に
よ

て
生
ず
る

壊
に
よ

て
生
ず
る

っ
っ

放
射
性
物
質

以
下

放
射
性
物
質

以
下

（

（

子
孫
核
種

と
い

娘
核
種

と
い
う

「

」

「

」

う
の
物
理
的
半

の
物
理
的
半
減

）

）

。
。

減
期
よ
り
長
く

か
期
よ
り
長
く

か
つ

、
、

つ
子
孫
核
種
の
物

娘
核
種
の
物
理
的

、
、

理
的
半
減
期
が
十
日

半
減
期
が
十
日
以
内

以
内
で
あ
る
場
合

で
あ
る
場
合

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

三
略

略
略

三
同
上

同
上

同
上

四
放
出
す
る
放
射
線

そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
線
に
そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
線
に

四
放
出
す
る
放
射
線

そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
線
に
そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
線
に

が
二
種
類
以
上
で
あ

係
る
親
核
種
及
び
子
孫
係
る
親
核
種
及
び
子
孫

が
二
種
類
以
上
で
あ

係
る
親
核
種
及
び
娘
核
係
る
親
核
種
及
び
娘
核

り
当
該
放
射
性
物

核
種
に
対
す
る
一
の
第
核
種
に
対
す
る
一
の
第

り
当
該
放
射
性
物

種
に
対
す
る
一
の
第
一
種
に
対
す
る
一
の
第
一

、
、

質
の
物
理
的
半
減
期

一
欄
の
区
分
に
応
じ

一
欄
の
区
分
に
応
じ

質
の
物
理
的
半
減
期

欄
の
区
分
に
応
じ

そ
欄
の
区
分
に
応
じ

そ
、

、
、

、

が
子
孫
核
種
の
物
理

そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
そ
れ
ぞ
れ
第
三
欄
に
掲

が
娘
核
種
の
物
理
的

れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
れ
ぞ
れ
第
三
欄
に
掲
げ

的
半
減
期
よ
り
長
く

げ
る
数
量
の
う
ち
最
小
げ
る
数
量
の
う
ち
最
小

半
減
期
よ
り
長
く

る
数
量
の
う
ち
最
小
の
る
数
量
の
う
ち
最
小
の

、

か
つ

子
孫
核
種

の
も
の

の
も
の

か
つ

娘
核
種
の
物

も
の

も
の

、
、

、

の
物
理
的
半
減
期
が

理
的
半
減
期
が
十
日

十
日
以
内
で
あ
る
場

以
内
で
あ
る
場
合

合

［

］

［

］
備
考

略
備
考

同
上
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（

）

（

）

別
表
第
六

第
三
条
関
係

別
表
第
六

第
三
条
関
係

種
類
が
一
連
の
原
子
核
の
崩
壊
連
鎖
の
系
列
か
ら
な
り

か
つ

そ
の
混
合

種
類
が
一
連
の
原
子
核
の
崩
壊
連
鎖
の
系
列
か
ら
な
り

か
つ

そ
の
混
合

、
、

、
、

比
が
天
然
の
も
の
と
等
し
い
放
射
性
物
質
の
場
合
の
数
量
の
限
度

比
が
天
然
の
も
の
と
等
し
い
放
射
性
物
質
の
場
合
の
数
量
の
限
度

第
一

欄
第

二
欄

第
三

欄
第

一
欄

第
二

欄
第

三
欄

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
同
上

同
上

同
上

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
同
上

同
上

同
上

［

］

［

］

［

］

［

］

そ
の
系
列
の
子
孫
核
種

略
略

そ
の
系
列
の
娘
核
種
の

同
上

同
上

の
う
ち

そ
の
物
理
的

う
ち

そ
の
物
理
的
半

、
、

半
減
期
が
十
日
を
超
え

減
期
が
十
日
を
超
え
、

又
は
親
核
種
の
物
理

又
は
親
核
種
の
物
理
的

、的
半
減
期
よ
り
長
い
も

半
減
期
よ
り
長
い
も
の

の
が
あ
る
場
合

が
あ
る
場
合

［

］

［

］

備
考

略
備
考

同
上

別
記
第
二

削
除

別
記
第
二
（
第
五
条
関
係
）

Ｌ
Ｓ
Ａ
―
Ⅲ
に
係
る
浸
漬
試
験

常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

（

）

（

）

別
記
様
式
第
１

第
３
条
関
係

別
記
様
式
第
１

第
３
条
関
係

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
申
請
書

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
適
用
基
準
に
係
る
承
認
申
請
書

番
号

番
号

年
月

日
年

月
日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿
原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

住
所

（

）

（

）

氏
名

法
人
に
あ

て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

氏
名

法
人
に
あ

て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

っ
、

っ
、

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

-27-
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の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

）

、
。

、
。

記
記

１
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
名
称

１
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
名
称

２
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
種
類

性
状

重
量

放
射
能
の
量

外
形

２
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
重
量

外
形
寸
法

外
観
及
び
設
計
仕
様

、
、
、

、
、

、

寸
法

外
観
及
び
設
計
仕
様

注
３

適
用
し
よ
う
と
す
る
試
験

（

）

、

３
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
事
項

備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。

注
次
の
イ
か
ら
ニ
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

イ
種
類
に
つ
い
て
は

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
核
燃
料
物
質
等

、

又
は
核
燃
料
物
質
等
を
密
封
し
た
カ
プ
セ
ル
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

ロ
性
状
に
つ
い
て
は
物
理
的

化
学
的
形
態
を
記
載
す
る
こ
と

・
。

ハ
重
量
に
つ
い
て
は
ト
ン
又
は
キ
ロ
グ
ラ
ム
単
位
で
記
載
す
る
こ
と
。

ニ
放
射
能
の
量
に
つ
い
て
は
総
量
及
び
主
要
な
核
種
ご
と
の
量
を
ベ
ク

レ
ル
単
位
で
記
載
す
る
こ
と
。

備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。

（

）

［

］

別
記
様
式
第
２

第
３
条
関
係

様
式
を
加
え
る
。

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
変
更
承
認
申
請
書

番
号

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

（

）
氏

名
法
人
に
あ

て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

っ
、

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

（

第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

、
。

記

１
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
名
称

２
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
番
号

３
変
更
内
容

４
変
更
理
由

-28-
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注
別
紙
記
載
事
項
は

変
更
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と

、
。

備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。

（

）

［

］

別
記
様
式
第
３

第
３
条
関
係

様
式
を
加
え
る
。

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
有
効
期
間
更
新
申
請
書

番
号

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

（

）

氏
名

法
人
に
あ

て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

っ
、

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

（
第
３
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

、
。

記

１
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
名
称

２
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
番
号

３
更
新
の
理
由

備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。

（

）

［

］

別
記
様
式
第
４

第
３
条
関
係

様
式
を
加
え
る
。

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書

番
号

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

（

）

氏
名

法
人
に
あ

て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

っ
、

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

（

第
３
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す

）

、
。

記

１
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
名
称

-29-
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２
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
番
号

３
変
更
前

４
変
更
後

５
変
更
の
年
月
日

６
変
更
の
理
由

備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。

（

）

［

］

別
記
様
式
第
５

第
３
条
関
係

様
式
を
加
え
る
。

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
書
廃
止
届
出
書

番
号

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

（

）

氏
名

法
人
に
あ

て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

っ
、

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

（

第
３
条
第
８
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す

）

、
。

記

１
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
の
名
称

２
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
番
号

３
廃
止
の
年
月
日

４
廃
止
の
理
由

備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。

（

）

［

］

別
記
様
式
第
６

第
３
条
関
係

様
式
を
加
え
る
。

核
燃
料
物
質
等
の
別
表
第
二
の
第
二
欄
又
は
第
三
欄
に
掲
げ
る

数
量
に
係
る
承
認
申
請
書

番
号

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

-30-
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（

）

氏
名

法
人
に
あ

て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

っ
、

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

（

第
３
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

、
。

記

１
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
及
び
性
状

２
別
表
第
二
の
第
二
欄
又
は
第
三
欄
の
別

３
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
数
量

備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。

（

1
1

）

（

1
1

）

別
記
様
式
第
７

第
条
関
係

別
記
様
式
第
２

第
条
関
係

核
燃
料
輸
送
物
の
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
に
係
る
承
認
申
請
書

核
燃
料
輸
送
物
の
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
に
係
る
承
認
申
請
書

［

］

［

］

略
同
上

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

1
1

）

1
1

、
。

、
。

［

］

［

］

略
同
上

（

1
1

）

（

1
1

）

別
記
様
式
第
８

第
条
関
係

別
記
様
式
第
３

第
条
関
係

核
燃
料
輸
送
物
の
表
面
か
ら
１
メ

ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る

核
燃
料
輸
送
物
の
表
面
か
ら
１
メ

ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る

ー
ー

最
大
線
量
当
量
率
に
係
る
承
認
申
請
書

最
大
線
量
当
量
率
に
係
る
承
認
申
請
書

［

］

［

］

略
同
上

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

1
1

）
1
1

、
。

、
。

［

］

［

］

略
同
上

（

2
1

）

（

2
1

）

別
記
様
式
第
９

第
条
関
係

別
記
様
式
第
４

第
条
関
係

Ｉ
Ｐ

２
型
輸
送
物
の
一
般
の
試
験
条
件
に
係
る
承
認
申
請
書

Ｉ
Ｐ

２
型
輸
送
物
の
一
般
の
試
験
条
件
に
係
る
承
認
申
請
書

―
―

［

］

［

］

略
同
上

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

-31-
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の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）
2
1

）

2
1

、
。

、
。

［

］

［

］

略
同
上

1
0

（

2
2

）

（

2
2

）

別
記
様
式
第

第
条
の
２
関
係

別
記
様
式
第
５

第
条
の
２
関
係

Ｉ
Ｐ
型
輸
送
物
の
同
等
基
準
に
係
る
承
認
申
請
書

Ｉ
Ｐ
型
輸
送
物
の
同
等
基
準
に
係
る
承
認
申
請
書

［

］

［

］

略
同
上

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
の
２
第
１
項

第
２
項

の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し

第
条
の
２
第
１
項

第
２
項

の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し

）

2
2

（

）

）

2
2

（

）

、
、

ま
す

ま
す

。
。

［

］

［

］

略
同
上

1
1

（

2
3

）

（

2
3

）

別
記
様
式
第

第
条
関
係

別
記
様
式
第
６

第
条
関
係

輸
送
中
に
お
い
て
臨
界
に
達
し
な
い
核
燃
料
輸
送
物
に
係
る
承
認
申
請
書

輸
送
中
に
お
い
て
臨
界
に
達
し
な
い
核
燃
料
輸
送
物
に
係
る
承
認
申
請
書

［

］

［

］

略
同
上

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

2
3

）

2
3

、
。

、
。

［

］

［

］

略
同
上

1
2

（

3
4

）

（

3
4

）

別
記
様
式
第

第
条
関
係

別
記
様
式
第
７

第
条
関
係

特
別
措
置
に
係
る
承
認
申
請
書

特
別
措
置
に
係
る
承
認
申
請
書

［

］

［

］

略
同
上

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
条
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

3
4

）

3
4

、
。

、
。

［

］

［

］
略

同
上

1
3

（

4
1

）

（
4
1

）

別
記
様
式
第

第
条
関
係

別
記
様
式
第
８

第
条
関
係

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
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［

］

［

］

略
同
上

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

4
1

）

4
1

、
。

、
。

記
記

［

］

［

］

１
５

略
１

５
同
上

～
～

［

］

６
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
周
囲
の
温
度
の
範
囲

加
え
る
。

［

］

７
収
納
物
の
臨
界
防
止
の
た
め
の
核
燃
料
輸
送
物
の
構
造
に
関
す
る
事
項

加
え
る
。

［

］

［

］

８
略

６
同
上

［

］

［

］

９
略

７
同
上

1
0

［

］

［

］

略
８

同
上

1
1

［

］

［

］

略
９

同
上

1
2

（

［

］

輸
送
容
器
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等

設
計
に
係
る
も
の
に
限
る

加
え
る

。
。

に
関
す
る
事
項

）

1
3

［

］

そ
の
他
特
記
事
項

加
え
る
。

［

］

［

］

略
同
上

1
4

（

4
1

）

（

4
1

）

別
記
様
式
第

第
条
関
係

別
記
様
式
第
９

第
条
関
係

核
燃
料
輸
送
物
設
計
変
更
承
認
申
請
書

核
燃
料
輸
送
物
設
計
変
更
承
認
申
請
書

［

］

［

］

略
同
上

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

4
1

）

4
1

、
。

、
。

記
記

［

］

［

］

１
略

１
同
上

２
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
番
号

２
既
に
交
付
さ
れ
た
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
番
号

［

］

［

］
略

同
上

1
5

（

4
1

）

1
0

（
4
1

）

別
記
様
式
第

第
条
関
係

別
記
様
式
第

第
条
関
係

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
有
効
期
間
更
新
申
請
書

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
有
効
期
間
更
新
申
請
書

［

］

［

］

略
同
上
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核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

4
1

）

4
1

、
。

、
。

［

］

［

］

略
同
上

1
6

（
4
1

）

1
1

（

4
1

）

別
記
様
式
第

第
条
関
係

別
記
様
式
第

第
条
関
係

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書

［

］

［

］

略
同
上

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

4
1

）

4
1

、
。

、
。

［

］

［

］

略
同
上

1
7

（

4
1

）

1
2

（

4
1

）

別
記
様
式
第

第
条
関
係

別
記
様
式
第

第
条
関
係

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
廃
止
届
出
書

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
書
廃
止
届
出
書

［

］

［

］

略
同
上

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所

（

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
２
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
５
号
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（

第
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

第
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

）

4
1

）

4
1

、
。

、
。

［

］

［

］

略
同
上

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
二

平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号
（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等

を
定
め
る
告
示
）
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

前

改

正

後

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す

［
題
名
を
付
す
る
。
］

る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（
放
射
性
輸
送
物
と
な
ら
な
い
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
一
条
の
二

規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
原
子
力

［
条
を
加
え
る
。
］

規
制
委
員
会
の
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
等
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

一

放
射
性
同
位
元
素
等
の
放
射
能
濃
度
が
別
表
第
一
、
別
表
第
三
、
別
表

第
四
又
は
別
表
第
五
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
又
は

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の
第
四
欄
（
別
表
第
四
及
び
別
表
第

五
に
あ
つ
て
は
、
第
三
欄
）
に
掲
げ
る
濃
度
（
以
下
「
免
除
濃
度
」
と
い

う
。
）
未
満
の
も
の
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
免
除
濃

度
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
当
該
免
除
濃
度
以
外
の
濃
度
を
安

全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
濃
度
を
免
除
濃
度
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

二

一
の
荷
送
人
に
よ
り
放
射
性
同
位
元
素
等
を
運
送
す
る
に
当
た
り
、
当

該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
有
す
る
放
射
能
の
量
が
別
表
第
一
、
別
表
第
三

、
別
表
第
四
又
は
別
表
第
五
の
第
一
欄
の
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
又
は

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の
第
五
欄
（
別
表
第
四
及
び
別
表
第

五
に
あ
つ
て
は
、
第
四
欄
）
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
（
以
下
「
免
除
量
」

と
い
う
。
）
未
満
の
も
の
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
免

除
量
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
当
該
免
除
量
以
外
の
放
射
能
の

量
を
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
放
射
能
の
量
を
免

除
量
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

鉱
石
等
に
含
ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
で
あ
つ
て
、
放
射
能
濃
度
が
当

該
放
射
性
同
位
元
素
の
免
除
濃
度
の
十
倍
を
超
え
な
い
も
の

別紙２－２
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四

製
品
に
含
ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会

が
安
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の

２

前
項
第
一
号
た
だ
し
書
又
は
第
二
号
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
濃
度
又
は
放
射
能
の
量
を
算
出
し
た
方
法
を
説
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、

原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
四
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ

る
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
Ｌ
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

（
Ｌ
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
二
条

規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放

第
二
条

［
同
上
］

射
性
同
位
元
素
等
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
と
す
る
。

一

放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

一

［
同
上
］

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る

も
の

放

射

性

同

位

元

素

等

の

区

分

放

射

能

の

量

放

射

性

同

位

元

素

等

の

区

分

放

射

能

の

量

固
体

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま

固
体

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま

放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
放
射

で
及
び
別
表
第
六
の
第
一
欄

放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
放
射

で
及
び
別
表
第
六
の
第
一
欄

性
同
位
元
素
等
を
密
封
し
た
カ

に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種

性
同
位
元
素
等
を
密
封
し
た
カ

に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素

プ
セ
ル
（
以
下
「
カ
プ
セ
ル
等

類
又
は
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

プ
セ
ル
（
以
下
「
カ
プ
セ
ル
等

の
種
類
又
は
区
分
に
応
じ
、

」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当

ぞ
れ
当
該
各
表
の
第
二
欄
に

」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の
第
二

該
カ
プ
セ
ル
等
の
設
計
が
次
に

掲
げ
る
数
量
（
別
表
第
二
の

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

欄
に
掲
げ
る
数
量
（
以
下
「

掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
あ

の
（
以
下
「
特
別
形
放
射
性
同

値
」
と
い
う
。
）
の
千
分

１Ａ

と
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め

つ
て
は
、
当
該
数
量
の
う
ち

位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

の
一

る
も
の
又
は
外
国
の
法
令
上
こ

原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当

れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い

と
認
め
る
数
量
。
以
下
「
１Ａ

る
も
の
（
以
下
「
特
別
形
放
射

値
」
と
い
う
。
）
の
千
分
の

性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

一
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［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま

［
同
上
］

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま

外
の
も
の

で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射

で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射

性
同
位
元
素
の
種
類
又
は
区

性
同
位
元
素
の
種
類
又
は
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
表
の
第
三
欄
（
別
表
第
四

各
表
の
第
三
欄
（
別
表
第
四

及
び
別
表
第
五
に
あ
つ
て
は

及
び
別
表
第
五
に
あ
つ
て
は

、
第
二
欄
）
に
掲
げ
る
数
量

、
第
二
欄
）
に
掲
げ
る
数
量

（
別
表
第
二
の
第
三
欄
に
掲

（
以
下
「

値
」
と
い
う
。

２Ａ

げ
る
数
量
に
あ
つ
て
は
、
当

）
の
千
分
の
一

該
数
量
の
う
ち
原
子
力
規
制

委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
数

量
。
以
下
「

値
」
と
い
う

２Ａ

。
）
の
千
分
の
一

［
略
］

［
同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

前
項
第
一
号
の
表
上
欄
に
規
定
す
る
カ
プ
セ
ル
等
の
設
計
に
つ
い
て
の
承

［
項
を
加
え
る
。
］

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
（
既
に
承
認
を
受
け
た
設
計

の
変
更
を
行
う
場
合
は
別
記
様
式
第
四
）
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
カ
プ
セ

ル
等
の
設
計
が
同
欄
イ
及
び
ロ
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類

を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
カ
プ
セ
ル
等

［
項
を
加
え
る
。
］

の
設
計
が
第
一
項
第
一
号
の
表
上
欄
イ
及
び
ロ
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
を
交
付
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
名
称
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三

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
番
号

四

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類

五

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
外
形
寸
法
、
重
量
そ
の
他
の
仕
様

六

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
の
有
効
期
間

七

そ
の
他
特
記
事
項

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
の
交
付
を

［
項
を
加
え
る
。
］

受
け
た
者
は
、
当
該
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
設
計
の
変
更
が
な
い
こ

と
を
示
し
て
、
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
特
別
形

［
項
を
加
え
る
。
］

放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
有
効
期
間
更
新
申
請
書
に
、
当
該
更
新
を

受
け
よ
う
と
す
る
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
特
別
形
放
射
性
同
位

元
素
等
設
計
承
認
書
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

６

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
更
新
を
し
た
と
き
は
、
特

［
項
を
加
え
る
。
］

別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
を
書
き
換
え
て
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

７

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
の
交
付

［
項
を
加
え
る
。
］

を
受
け
た
者
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更

の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
六
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

８

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
の
交
付

［
項
を
加
え
る
。
］

を
受
け
た
者
は
、
承
認
を
受
け
た
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
設
計
を
廃

止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
七
に
よ
る

届
書
に
当
該
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
を
添
え
て
、
原
子
力

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
一
項
第
一
号
の
表
下
欄
に
規
定
す
る
別
表
第
二
の
第
二
欄
又
は
第
三
欄

［
項
を
加
え
る
。
］

に
掲
げ
る
数
量
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第

八
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
数
量
を
算
出
し
た
方
法
を
説
明
す
る
書
類
を
添

え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
低
比
放
射
性
同
位
元
素
及
び
表
面
汚
染
物
）

（
低
比
放
射
性
同
位
元
素
及
び
表
面
汚
染
物
）
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第
四
条

規
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
低
比

第
四
条

［
同
上
］

放
射
性
同
位
元
素
は
、
次
に
掲
げ
る
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
同
位
元

素
等
で
あ
つ
て
、
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
当
該
放
射
性
同

位
元
素
等
の
表
面
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
線
量
当
量
率
の
最
大
値
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
に
よ
る
遮
蔽
の
効
果
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
す
る

。一

次
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
（
以
下
「
Ｌ
Ｓ
Ａ
―
Ⅰ
」
と
い
う
。

一

［
同
上
］

）イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

放
射
性
同
位
元
素
等
が
全
体
に
分
布
し
て
お
り
、
か
つ
、
平
均
放
射

ロ

放
射
性
同
位
元
素
等
が
全
体
に
分
布
し
て
お
り
、
か
つ
、
平
均
放
射

能
濃
度
（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
全
体
に
つ
い
て
平
均
し
た
放
射
能
濃

能
濃
度
（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
全
体
に
つ
い
て
平
均
し
た
放
射
能
濃

度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定

度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送

す
る
免
除
濃
度
の
三
十
倍
を
超
え
な
い
も
の

基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
告
示
第
五
百

八
十
五
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
免
除
濃
度
の
三

十
倍
を
超
え
な
い
も
の

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
固
体
状
の
放
射
性
同
位

三

［
同
上
］

元
素
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
Ｌ
Ｓ

Ａ
―
Ⅲ
」
と
い
う
。
）

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

別
記
第
二
に
定
め
る
浸
漬
試
験
を
行
つ
た
場
合
に
、
水
中
へ
の
放
射

性
同
位
元
素
の
漏
え
い
量
が

値
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

２Ａ

ハ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
設
計
承
認
の
申
請
等
）

（
設
計
承
認
の
申
請
等
）

第
二
十
五
条

規
則
第
十
八
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

第
二
十
五
条

規
則
第
十
八
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
九
（
既
に
同
項
の
適
用
を
受
け
た
設
計
の
変
更
を

す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
（
既
に
同
項
の
適
用
を
受
け
た
設
計
の
変
更
を

行
う
場
合
は
別
記
様
式
第
十
）
に
よ
る
申
請
書
に
、
同
条
第
二
項
第
二
号
の

行
う
場
合
は
別
記
様
式
第
二
）
に
よ
る
申
請
書
に
、
同
条
第
二
項
第
二
号
の

書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
規
則
第
十
八
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定
を
適
用

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
規
則
第
十
八
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定
を
適
用

し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
放
射
性
輸
送
物
設
計

し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
放
射
性
輸
送
物
設
計

承
認
書
を
交
付
す
る
。

承
認
書
を
交
付
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
番
号

三

設
計
承
認
番
号

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

六

収
納
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
仕
様

［
号
を
加
え
る
。
］

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

［
略
］

七

［
同
上
］

九

［
略
］

八

［
同
上
］

十

［
略
］

九

［
同
上
］

十
一

そ
の
他
特
記
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
一
に
よ
る
放
射

４

前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
放
射
性

性
輸
送
物
設
計
承
認
書
有
効
期
間
更
新
申
請
書
に
、
当
該
更
新
を
受
け
よ
う

輸
送
物
設
計
承
認
有
効
期
間
更
新
申
請
書
に
、
当
該
更
新
を
受
け
よ
う
と
す

と
す
る
放
射
性
輸
送
物
に
係
る
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
を
添
え
て
、
原

る
放
射
性
輸
送
物
に
係
る
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
を
添
え
て
、
原
子
力

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者

は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
の
日
か
ら
三

は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
の
日
か
ら
三

十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
十
二
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。

７

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者

７

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者

は
、
承
認
を
受
け
た
放
射
性
輸
送
物
の
設
計
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の

は
、
承
認
を
受
け
た
放
射
性
輸
送
物
の
設
計
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
別
記
様
式
第
十
三
に
よ
る
届
書
に
当
該
放
射
性
輸
送

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
届
書
に
当
該
放
射
性
輸
送
物

物
設
計
承
認
書
を
添
え
て
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

設
計
承
認
書
を
添
え
て
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。

（

）

（

）

別
表
第
一

第
一
条
の
二
及
び
第
二
条
関
係

別
表
第
一

第
二
条
関
係

種
類
が
明
ら
か
で
あ
り

か
つ

一
種
類
で
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合

種
類
が
明
ら
か
で
あ
り

か
つ

一
種
類
で
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合

、
、

、
、

の
数
量

放
射
能
濃
度
及
び
放
射
能
の
量
の
限
度

の
数
量
の
限
度

、
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第
一

欄
第

二
欄
第

三
欄
第

四
欄
第

五
欄

第
一

欄
第

二
欄

第
三

欄

原
放
射
性
同
特
別
形
放
射
特
別
形
放
射
放
射
能
濃
度
放
射
能
の
量

原
放
射
性
同
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
特
別
形
放
射
性
同
位

子
位
元
素
の
性
同
位
元
素
性
同
位
元
素

子
位
元
素
の
で
あ
る
場
合
の
数
量

素
等
以
外
の
放
射
性

番
種
類

等
で
あ
る
場
等
以
外
の
放

番
種
類

値
位
元
素
等
で
あ
る
場

（A

）

１

号
合
の
数
量

射
性
同
位
元

号
の
数
量
単
位

（A

）

（A

）

１
２

値
素
等
で
あ
る

単
位

Ｔ
Ｂ
ｑ

値

場
合
の
数
量

単
位

Ｔ
Ｂ

値
単
位

Ｔ
Ｂ
ｑ

（A

）

２

ｑ

単
位

Ｔ
Ｂ
単
位

単
位

ｑ
Ｂ
ｑ
／
ｇ

Ｂ
ｑ

1
4
0

4
0
1
1
0
1
1
0

1
4
0

4
0

３
６

９
３

Ｈ

×

×

Ｈ

4
2
0

2
0
1
1
0
1
1
0

4
2
0

2
0

７
３

７
７

Ｂ
ｅ

×

×

Ｂ
ｅ

4
4
0
6
1
0

1
1
0
1
1
0

4
4
0

0
.
6

１
０

－
１

４
６

１
０

Ｂ
ｅ

×

×

×

Ｂ
ｅ

6
1
6
1
0

1
1
0
1
1
0

6
1

0
.
6

１
１

－
１

１
６

１
１

Ｃ

×

×

×

Ｃ

6
4
0

3
1
1
0
1
1
0

6
4
0

3
１
４

４
７

１
４

Ｃ

×

×

Ｃ

7
9
1
0
6
1
0

1
1
0
1
1
0

7
0
.
9

0
.
6

１
３

－
１

－
１

２
９

１
３

Ｎ

×

×

×

×

Ｎ

9
1
6
1
0

1
1
0
1
1
0

9
1

0
.
6

１
８

－
１

１
６

１
８

Ｆ

×

×

×
Ｆ

1
1

5
1
0
5
1
0

1
1
0
1
1
0

1
1

0
.
5

0
.
5

２
２

－
１

－
１

１
６

２
２

Ｎ
ａ

×

×

×

×

Ｎ
ａ

1
1

2
1
0
2
1
0

1
1
0
1
1
0

1
1

0
.
2

0
.
2

２
４

－
１

－
１

１
５

２
４

Ｎ
ａ

×

×

×

×

Ｎ
ａ
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1
2

3
1
0
3
1
0

1
1
0
1
1
0

1
2

0
.
3

0
.
3

２
８

－
１

－
１

１
５

２
８

Ｍ
ｇ

×

×

×

×

Ｍ
ｇ

1
3

1
1
0
1
1
0

1
1
0
1
1
0

1
3

0
.
1

0
.
1

２
６

－
１

－
１

１
５

２
６

Ａ
ｌ

×

×

×

×

Ａ
ｌ

1
4

6
1
0
6
1
0

1
1
0
1
1
0

1
4

0
.
6

0
.
6

３
１

－
１

－
１

３
６

３
１

Ｓ
ｉ

×

×

×

×

Ｓ
ｉ

1
4

4
0
5
1
0

1
1
0
1
1
0

1
4

4
0

0
.
5

３
２

－
１

３
６

３
２

Ｓ
ｉ

×

×

×

Ｓ
ｉ

1
5

5
1
0
5
1
0

1
1
0
1
1
0

1
5

0
.
5

0
.
5

３
２

－
１

－
１

３
５

３
２

Ｐ

×

×

×

×

Ｐ

1
5

4
0

1
1
1
0
1
1
0

1
5

4
0

1
３
３

５
８

３
３

Ｐ

×

×

Ｐ

1
6

4
0

3
1
1
0
1
1
0

1
6

4
0

3
３
５

５
８

３
５

Ｓ

×

×

Ｓ

1
7

1
0
6
1
0

1
1
0
1
1
0

1
7

1
0

0
.
6

３
６

－
１

４
６

３
６

Ｃ
ｌ

×

×

×

Ｃ
ｌ

1
7

2
1
0
2
1
0

1
1
0
1
1
0

1
7

0
.
2

0
.
2

３
８

－
１

－
１

１
５

３
８

Ｃ
ｌ

×

×

×

×

Ｃ
ｌ

1
8

4
0

4
0
1
1
0
1
1
0

1
8

4
0

4
0

３
７

６
８

３
７

Ａ
ｒ

×

×

Ａ
ｒ

1
8

4
0

2
0
1
1
0
1
1
0

1
8

4
0

2
0

３
９

７
４

３
９

Ａ
ｒ

×

×

Ａ
ｒ

1
8

3
1
0
3
1
0

1
1
0
1
1
0

1
8

0
.
3

0
.
3

４
１

－
１

－
１

２
９

４
１

Ａ
ｒ

×

×

×

×

Ａ
ｒ

1
9

9
1
0
9
1
0

1
1
0
1
1
0

1
9

0
.
9

0
.
9

４
０

－
１

－
１

２
６

４
０

Ｋ

×

×

×

×

Ｋ

1
9

2
1
0
2
1
0

1
1
0
1
1
0

1
9

0
.
2

0
.
2

４
２

－
１

－
１

２
６

４
２

Ｋ

×

×

×

×

Ｋ

1
9

7
1
0
6
1
0

1
1
0
1
1
0

1
9

0
.
7

0
.
6

４
３

－
１

－
１

１
６

４
３

Ｋ

×

×

×

×

Ｋ
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Ｃ
ａ

制
限
な
し

制
限
な
し

×

×

Ｃ
ａ

制
限
な
し

制
限
な
し

2
0

1
1
0
1
1
0

2
0

４
１

５
７

４
１

2
0

4
0

1
1
1
0
1
1
0

2
0

4
0

1
４
５

４
７

４
５

Ｃ
ａ

×

×

Ｃ
ａ

2
0

3
3
1
0

1
1
0
1
1
0

2
0

3
0
.
3

４
７

－
１

１
６

４
７

Ｃ
ａ

×

×

×

Ｃ
ａ

2
1

5
1
0
5
1
0

1
1
0
1
1
0

2
1

0
.
5

0
.
5

４
４

－
１

－
１

１
５

４
４

Ｓ
ｃ

×

×

×

×

Ｓ
ｃ

2
1

5
1
0
5
1
0

1
1
0
1
1
0

2
1

0
.
5

0
.
5

４
６

－
１

－
１

１
６

４
６

Ｓ
ｃ

×

×

×

×

Ｓ
ｃ

2
1

1
0
7
1
0

1
1
0
1
1
0

2
1

1
0

0
.
7

４
７

－
１

２
６

４
７

Ｓ
ｃ

×

×

×

Ｓ
ｃ

2
1

3
1
0
3
1
0

1
1
0
1
1
0

2
1

0
.
3

.
3

４
８

－
１

－
１

１
５

４
８

Ｓ
ｃ

×

×

×

×

Ｓ
ｃ

0

2
2

5
1
0
4
1
0

1
1
0
1
1
0

2
2

0
.
5

.
4

４
４

－
１

－
１

１
５

４
４

Ｔ
ｉ

×

×

×

×

Ｔ
ｉ

0

2
3

4
1
0
4
1
0

1
1
0
1
1
0

2
3

0
.
4

0
.
4

４
８

－
１

－
１

１
５

４
８

Ｖ

×

×

×

×

Ｖ

2
3

4
0

4
0
1
1
0
1
1
0

2
3

4
0

4
0

４
９

４
７

４
９

Ｖ

×

×

Ｖ

2
4

3
0

3
0
1
1
0
1
1
0

2
4

3
0

3
0

５
１

３
７

５
１

Ｃ
ｒ

×

×

Ｃ
ｒ

2
5

3
1
0
3
1
0

1
1
0
1
1
0

2
5

0
.
3

0
.
3

５
２

－
１

－
１

１
５

５
２

Ｍ
ｎ

×

×

×

×

Ｍ
ｎ

Ｍ
ｎ

制
限
な
し

制
限
な
し

×

×

Ｍ
ｎ

制
限
な
し

制
限
な
し

2
5

1
1
0
1
1
0

2
5

５
３

４
９

５
３

2
5

1
1
1
1
0
1
1
0

2
5

1
1

５
４

１
６

５
４

Ｍ
ｎ

×

×
Ｍ
ｎ

2
5

3
1
0
3
1
0

1
1
0
1
1
0

2
5

0
.
3

0
.
3

５
６

－
１

－
１

１
５

５
６

Ｍ
ｎ

×

×

×

×

Ｍ
ｎ

2
6

3
1
0
3
1
0

1
1
0
1
1
0

2
6

0
.
3

0
.
3

５
２

－
１

－
１

１
６

５
２

Ｆ
ｅ

×

×

×

×

Ｆ
ｅ
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2
6

4
0

4
0
1
1
0
1
1
0

2
6

4
0

4
0

５
５

４
６

５
５

Ｆ
ｅ

×

×

Ｆ
ｅ

2
6

9
1
0
9
1
0

1
1
0
1
1
0

2
6

0
.
9

0
.
9

５
９

－
１

－
１

１
６

５
９

Ｆ
ｅ

×

×

×

×

Ｆ
ｅ

2
6

4
0
2
1
0

1
1
0
1
1
0

2
6

4
0

0
.
2

６
０

－
１

２
５

６
０

Ｆ
ｅ

×

×

×

Ｆ
ｅ

2
7

5
1
0
5
1
0

1
1
0
1
1
0

2
7

0
.
5

0
.
5

５
５

－
１

－
１

１
６

５
５

Ｃ
ｏ

×

×

×

×

Ｃ
ｏ

2
7

3
1
0
3
1
0

1
1
0
1
1
0

2
7

0
.
3

0
.
3

５
６

－
１

－
１

１
５

５
６

Ｃ
ｏ

×

×

×

×

Ｃ
ｏ

2
7

1
0

1
0
1
1
0
1
1
0

2
7

1
0

1
0

５
７

２
６

５
７

Ｃ
ｏ

×

×

Ｃ
ｏ

2
7

1
1
1
1
0
1
1
0

2
7

1
1

５
８

１
６

５
８

Ｃ
ｏ

×

×

Ｃ
ｏ

2
7

4
0

4
0
1
1
0
1
1
0

2
7

4
0

4
0

５
８
ｍ

４
７

５
８
ｍ

Ｃ
ｏ

×

×

Ｃ
ｏ

2
7

4
1
0
4
1
0

1
1
0
1
1
0

2
7

0
.
4

0
.
4

６
０

－
１

－
１

１
５

６
０

Ｃ
ｏ

×

×

×

×

Ｃ
ｏ

５
７

－
１

－
１

１
６

2
8

6
1
0
6
1
0

1
1
0
1
1
0

Ｎ
ｉ

×

×

×

×

Ｎ
ｉ

制
限
な
し

制
限
な
し

×

×

Ｎ
ｉ

制
限
な
し

制
限
な
し

2
8

1
1
0
1
1
0

2
8

５
９

４
８

５
９

2
8

4
0

3
0
1
1
0
1
1
0

2
8

4
0

3
0

６
３

５
８

６
３

Ｎ
ｉ

×

×

Ｎ
ｉ

2
8

4
1
0
4
1
0

1
1
0
1
1
0

2
8

0
.
4

0
.
4

６
５

－
１

－
１

１
６

６
５

Ｎ
ｉ

×

×

×

×

Ｎ
ｉ

2
9

6
1
1
1
0
1
1
0

2
9

6
1

６
４

２
６

６
４

Ｃ
ｕ

×

×

Ｃ
ｕ

2
9

1
0
7
1
0

1
1
0
1
1
0

2
9

1
0

0
.
7

６
７

－
１

２
６

６
７

Ｃ
ｕ

×

×

×

Ｃ
ｕ
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3
0

2
2
1
1
0
1
1
0

3
0

2
2

６
５

１
６

６
５

Ｚ
ｎ

×

×

Ｚ
ｎ

3
0

3
6
1
0

1
1
0
1
1
0

3
0

3
0
.
6

６
９

－
１

４
６

６
９

Ｚ
ｎ

×

×

×

Ｚ
ｎ

3
0

3
6
1
0

1
1
0
1
1
0

3
0

3
0
.
6

６
９
ｍ

－
１

２
６

６
９
ｍ

Ｚ
ｎ

×

×

×

Ｚ
ｎ

3
1

7
3
1
1
0
1
1
0

3
1

7
3

６
７

２
６

６
７

Ｇ
ａ

×

×

Ｇ
ａ

3
1

5
1
0
5
1
0

1
1
0
1
1
0

3
1

0
.
5

0
.
5

６
８

－
１

－
１

１
５

６
８

Ｇ
ａ

×

×

×

×

Ｇ
ａ

3
1

4
1
0
4
1
0

1
1
0
1
1
0

3
1

0
.
4

0
.
4

７
２

－
１

－
１

１
５

７
２

Ｇ
ａ

×

×

×

×

Ｇ
ａ

3
2

5
1
0
5
1
0

1
1
0
1
1
0

3
2

0
.
5

0
.
5

６
８

－
１

－
１

１
５

６
８

Ｇ
ｅ

×

×

×

×

Ｇ
ｅ

６
９

１
６

3
2

1
1
1
1
0
1
1
0

Ｇ
ｅ

×

×

3
2

4
0

4
0
1
1
0
1
1
0

3
2

4
0
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0

７
１

４
８

７
１

Ｇ
ｅ

×

×

Ｇ
ｅ

3
2

3
1
0
3
1
0

1
1
0
1
1
0

3
2

0
.
3

0
.
3

７
７

－
１

－
１
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５

７
７

Ｇ
ｅ

×

×

×

×

Ｇ
ｅ

3
3

3
1
0
3
1
0

1
1
0
1
1
0

3
3

0
.
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0
.
3

７
２

－
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５

７
２
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ｓ

×

×

×

×

Ａ
ｓ

3
3

4
0

4
0
1
1
0
1
1
0

3
3

4
0

4
0

７
３

３
７

７
３

Ａ
ｓ

×

×

Ａ
ｓ

3
3

1
9
1
0

1
1
0
1
1
0

3
3

1
0
.
9

７
４

－
１

１
６

７
４

Ａ
ｓ

×

×

×

Ａ
ｓ

3
3

3
1
0
3
1
0
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1
0
1
1
0

3
3

0
.
3

0
.
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７
６

－
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２
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６
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ｓ
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×

×
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ｓ
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7
1
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1
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.
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Ａ
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1
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Ｓ
ｅ
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１

－
３

１
４

２
２
５

Ａ
ｃ

×

×

×

×

Ａ
ｃ

8
9

9
1
0
9
1
0
1
1
0

1
1
0

8
9

0
.
9

0
.
0
0
0
0
9

２
２
７

－
１

－
５

－
１

３
２
２
７

Ａ
ｃ

×

×

×

×

Ａ
ｃ

8
9

6
1
0
5
1
0

1
1
0
1
1
0

8
9

0
.
6

0
.
5

２
２
８

－
１

－
１

１
６

２
２
８

Ａ
ｃ

×

×

×

×

Ａ
ｃ

9
1

2
7
1
0

1
1
0
1
1
0

9
1

2
0
.
0
7

２
３
０

－
２

１
６

２
３
０

Ｐ
ａ

×

×

×

Ｐ
ａ

9
1

4
4
1
0

1
1
0
1
1
0

9
1

4
0
.
0
0
0
4

２
３
１

－
４

０
３

２
３
１

Ｐ
ａ

×

×

×

Ｐ
ａ

9
1

5
7
1
0

1
1
0
1
1
0

9
1

5
0
.
7

２
３
３

－
１

２
７

２
３
３

Ｐ
ａ

×

×

×

Ｐ
ａ

9
3

4
0

4
0
1
1
0
1
1
0

9
3

4
0

4
0

２
３
５

３
７

２
３
５

Ｎ
ｐ

×

×

Ｎ
ｐ
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9
3

2
0

2
1
1
0
1
1
0

9
3

2
0

2
２
３
６

３
７

２
３
６

Ｎ
ｐ

×

×

Ｎ
ｐ

短
半
減

短
半
減

（

（

期
の
も
の

期
の
も
の

）

）

9
3

9
2
1
0

1
1
0
1
1
0

9
3

9
0
.
0
2

２
３
６

－
２

２
５

２
３
６

Ｎ
ｐ

×

×

×

Ｎ
ｐ

長
半
減

長
半
減

（

（

期
の
も
の

期
の
も
の

）

）

9
3

2
0
2
1
0

1
1
0
1
1
0

9
3

2
0

0
.
0
0
2

２
３
７

－
３

０
３

２
３
７

Ｎ
ｐ

×

×

×

Ｎ
ｐ

9
3

7
4
1
0

1
1
0
1
1
0

9
3

7
0
.
4

２
３
９

－
１

２
７

２
３
９

Ｎ
ｐ

×

×

×

Ｎ
ｐ

9
5

1
0
1
1
0

1
1
0
1
1
0

9
5

1
0

0
.
0
0
1

２
４
１

－
３

０
４

２
４
１

Ａ
ｍ

×

×

×

Ａ
ｍ

9
5

1
0
1
1
0

1
1
0
1
1
0

9
5

1
0

0
.
0
0
1

２
４
２
ｍ

－
３

０
４

２
４
２
ｍ

Ａ
ｍ

×

×

×

Ａ
ｍ

9
5

5
1
1
0

1
1
0
1
1
0

9
5

5
0
.
0
0
1

２
４
３

－
３

０
３

２
４
３

Ａ
ｍ

×

×

×

Ａ
ｍ

9
6

4
0
2
1
0

1
1
0
1
1
0

9
6

4
0

0
.
0
2

２
４
０

－
２

２
５

２
４
０

Ｃ
ｍ

×

×

×

Ｃ
ｍ

9
6

2
1
1
1
0
1
1
0

9
6

2
1

２
４
１

２
６

２
４
１

Ｃ
ｍ

×

×

Ｃ
ｍ

9
6

4
0
1
1
0

1
1
0
1
1
0

9
6

4
0

0
.
0
1

２
４
２

－
２

２
５

２
４
２

Ｃ
ｍ

×

×

×

Ｃ
ｍ

9
6

9
1
1
0

1
1
0
1
1
0

9
6

9
0
.
0
0
1

２
４
３

－
３

０
４

２
４
３

Ｃ
ｍ

×

×

×

Ｃ
ｍ

9
6

2
0
2
1
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1
1
0
1
1
0

9
6

2
0

0
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２
４
４

－
３

１
４

２
４
４

Ｃ
ｍ
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×

×
Ｃ
ｍ

9
6

9
9
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1
1
0
1
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0

9
6

9
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0
0
9

２
４
５

－
４

０
３

２
４
５

Ｃ
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Ｃ
ｍ

9
6
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6
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０
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６

Ｃ
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Ｃ
ｍ
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ｆ
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３
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４
９
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ｆ
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ｆ
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0
1
1
0
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8
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0

0
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0
2

２
５
０

－
３

１
４

２
５
０

Ｃ
ｆ

×

×

×

Ｃ
ｆ

9
8

7
7
1
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1
1
0
1
1
0

9
8

7
0
.
0
0
0
7

２
５
１

－
４

０
３

２
５
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Ｃ
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Ｃ
ｆ
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1
1
0
3
1
0

1
1
0
1
1
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9
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0
.
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0
.
0
0
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２
５
２

－
１

－
３

１
４

２
５
２

Ｃ
ｆ

×

×

×

×

Ｃ
ｆ

9
8

4
0
4
1
0

1
1
0
1
1
0

9
8

4
0

0
.
0
4

２
５
３

－
２

２
５

２
５
３

Ｃ
ｆ

×

×

×

Ｃ
ｆ

9
8

1
1
0
1
1
0

1
1
0
1
1
0

9
8

0
.
0
0
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0
.
0
0
1

２
５
４

－
３

－
３

０
３

２
５
４

Ｃ
ｆ

×

×

×

×

Ｃ
ｆ

（

）

（

）

別
表
第
二

第
二
条
関
係

別
表
第
二

第
二
条
関
係

［

］

種
類
が
明
ら
か
で
あ
つ
て

一
種
類
で
あ
り

か
つ

別
表
第
一
に
掲
げ
る

同
上

、
、
、

放
射
性
同
位
元
素
以
外
の
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合
の
数
量
の
限
度

第
一

欄
第

二
欄

第
三

欄
第

一
欄
第

二
欄
第

三
欄

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
同
上

同
上

同
上
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［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

一
略

略
略

一
同
上

同
上

同
上

二
放
出
す
る
放
射
線
親
核
種
及
び
子
孫
核
種
親
核
種
及
び
子
孫
核
種

二
放
出
す
る
放
射
線
親
核
種
及
び
娘
核
種
に
親
核
種
及
び
娘
核
種
に

が
一
種
類
で
あ
り

に
対
す
る
一
の
第
一
欄
に
対
す
る
一
の
第
一
欄

が
一
種
類
で
あ
り

対
す
る
一
の
第
一
欄
の
対
す
る
一
の
第
一
欄
の

、
、

当
該
放
射
性
同
位
元
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
の
区
分
に
応
じ

そ
れ

当
該
放
射
性
同
位
元
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ

、
、

、
、

素
が
原
子
核
の
崩
壊
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る

素
が
原
子
核
の
崩
壊
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
数

連
鎖
を
生
ず
る
も
の
数
量
の
う
ち
最
小
の
も
数
量
の
う
ち
最
小
の
も

連
鎖
を
生
ず
る
も
の
量
の
う
ち
最
小
の
も
の
量
の
う
ち
最
小
の
も
の

（

「

」

（

「

」

以
下

親
核
種

の
の

以
下

親
核
種

と
い
う

で
あ
つ

と
い
う

で
あ
つ

。
。

）

）

て
そ
の
物
理
的
半

て
そ
の
物
理
的
半

、
、

減
期
が
そ
の
原
子
核

減
期
が
そ
の
原
子
核

の
崩
壊
に
よ
つ
て
生

の
崩
壊
に
よ
つ
て
生

ず
る
放
射
性
同
位
元

ず
る
放
射
性
同
位
元

素
以
下

子
孫
核

素
以
下

娘
核
種

（

「

（

「

種
と
い
う

の
と
い
う

の
物

」

）

」

）

。
。

物
理
的
半
減
期
よ
り

理
的
半
減
期
よ
り
長

長
く

か
つ

子
孫

く
か
つ

娘
核
種

、
、

、
、

核
種
の
物
理
的
半
減

の
物
理
的
半
減
期
が

期
が
十
日
以
内
で
あ

十
日
以
内
で
あ
る
場

る
場
合

合

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

三
略

略
略

三
同
上

同
上

同
上

四
放
出
す
る
放
射
線
そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
線
に
そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
線
に

四
放
出
す
る
放
射
線
そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
線
に
そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
線
に

が
二
種
類
以
上
で
あ
係
る
親
核
種
及
び
子
孫
係
る
親
核
種
及
び
子
孫

が
二
種
類
以
上
で
あ
係
る
親
核
種
及
び
娘
核
係
る
親
核
種
及
び
娘
核

り
当
該
放
射
性
同
核
種
に
対
す
る
一
の
第
核
種
に
対
す
る
一
の
第

り
当
該
放
射
性
同
種
に
対
す
る
一
の
第
一
種
に
対
す
る
一
の
第
一

、
、

位
元
素
の
物
理
的
半
一
欄
の
区
分
に
応
じ

一
欄
の
区
分
に
応
じ

位
元
素
の
物
理
的
半
欄
の
区
分
に
応
じ

そ
欄
の
区
分
に
応
じ

そ
、

、
、

、

減
期
が
子
孫
核
種
の
そ
れ
ぞ
れ
第
二
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
第
三
欄
に
掲

減
期
が
娘
核
種
の
物
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
れ
ぞ
れ
第
三
欄
に
掲
げ

物
理
的
半
減
期
よ
り
数
量
の
う
ち
最
小
の
も
げ
る
数
量
の
う
ち
最
小

理
的
半
減
期
よ
り
長
る
数
量
の
う
ち
最
小
の
る
数
量
の
う
ち
最
小
の

長
く

か
つ

子
孫
の

の
も
の

く
か
つ

娘
核
種
も
の

も
の

、
、

、
、
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核
種
の
物
理
的
半
減

の
物
理
的
半
減
期
が

期
が
十
日
以
内
で
あ

十
日
以
内
で
あ
る
場

る
場
合

合

［

］

［

］

備
考

略
備
考

同
上

（

）

（

）

別
表
第
三

第
一
条
の
二
及
び
第
二
条
関
係

別
表
第
三

第
二
条
関
係

種
類
が
明
ら
か
で
な
い
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合
又
は
種
類
が
明
ら
か
で
あ

種
類
が
明
ら
か
で
な
い
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合
又
は
種
類
が
明
ら
か
で
あ

つ
て

一
種
類
で
あ
り

か
つ

別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に
数
量
が
掲
げ
ら
つ
て

一
種
類
で
あ
り

か
つ

別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に
数
量
が
掲
げ
ら

、
、
、

、
、
、

れ
て
い
な
い
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合
の
数
量

放
射
能
濃
度
及
び
放
射
能
の
れ
て
い
な
い
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合
の
数
量
の
限
度

、

量
の
限
度

第
一
欄

第
二

欄
第

三
欄
第

四
欄

第
五

欄
第

一
欄

第
二

欄
第

三
欄

区
分

特
別
形
放
射
特
別
形
放
射
放
射
能
濃
度

放
射
能
の
量

区
分

特
別
形
放
射
性
同
位

特
別
形
放
射
性
同
位

性
同
位
元
素
性
同
位
元
素

元
素
等
で
あ
る
場
合

元
素
等
以
外
の
放
射

等
で
あ
る
場
等
以
外
の
放

の
数
量

値
性
同
位
元
素
等
で
あ

（A

）

１

合
の
数
量

射
性
同
位
元

る
場
合
の
数
量

（A

）

（A

）

１
２

値
素
等
で
あ
る

値

場
合
の
数
量

単
位

Ｔ
Ｂ
ｑ

単
位

Ｔ
Ｂ
ｑ

（A

）

２
値

単
位

単
位

単
位

単
位

Ｔ
Ｂ
ｑ

Ｔ
Ｂ
ｑ

Ｂ
ｑ
／
ｇ

Ｂ
ｑ

ー

1
×
1
0
2
×
1
0

1
×
1
0

1
×
1
0

ー

0
.
1

0
.
0
2

一
ベ

タ
一

ベ
タ
線
又
は
ガ
ン

－
１

－
２

１
４

線
又
は
ガ

マ
線
の
み
を
放
出
す
る

ン
マ
線
の

場
合

み
を
放
出

す
る
場
合

－
１

－
５

－
１

３
－
５

二
ア
ル
フ

二
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

2
×
1
0
9
×
1
0

1
×
1
0

1
×
1
0

0
.
2

9
×
1
0
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ァ
線
を
放

し
か
つ

中
性
子
を

、
、

出
し

か
放
出
し
な
い
場
合

、

つ
中
性

、

子
を
放
出

し
な
い
場

合

－
３

－
５

－
１

３
－
５

三
一
及
び

三
一
及
び
二
に
該
当
し

1
×
1
0
9
×
1
0

1
×
1
0

1
×
1
0

0
.
0
0
1

9
×
1
0

二
に
該
当

な
い
場
合

し
な
い
場

合

（

）

（

）

別
表
第
四

第
一
条
の
二
及
び
第
二
条
関
係

別
表
第
四

第
二
条
関
係

種
類
が
二
種
類
以
上
で
あ
り

か
つ

種
類
の
全
部
又
は
一
部
が
明
ら
か
で

種
類
が
二
種
類
以
上
で
あ
り

か
つ

種
類
の
全
部
又
は
一
部
が
明
ら
か
で

、
、

、
、

あ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合

別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に
該
当
す
る
場
合
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合

別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に
該
当
す
る
場
合

（

（

を
除
く

の
数
量

放
射
能
濃
度
及
び
放
射
能
の
量
の
限
度

を
除
く

の
数
量
の
限
度

。
。

）

）

、

第
一

欄
第

二
欄

第
三

欄
第

四
欄

第
一

欄
第

二
欄

区
分

数
量

放
射
能
濃
度

放
射
能
の
量

区
分

数
量

単
位

単
位

単
位

単
位

Ｔ
Ｂ
ｑ

Ｂ
ｑ
／
ｇ

Ｂ
ｑ

Ｔ
Ｂ
ｑ

x
x

…

放
射
性
同
位
元
素
の
次
の
算
式
を
満

次
の
算
式
を
満

次
の
算
式
を
満

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
の
全
部
及
び
次
の
算
式
を
満
た
す

１
２
，
，

種
類
の
全
部
及
び
種
た
す

た
す

た
す

種
類
別
の
数
量
の
全
部
が
明
ら
か
な
場

の
数
量

x
x

x
x

x
x

x
１

２
１

２
１

２
ｎ

，
，

，
，

，
，

，

ｎ
ｎ

ｎ
１

１
２

２
ｎ

ｎ
類
別
の
数
量
の
全
部

の
数
量

の
放
射

の
放
射

合
／

＋
／

＋
＋

／

…

x

…

x

…

x
x
X
x
X

…

x
X

，
，

，

x
X
x

＝1
が
明
ら
か
な
場
合

／
＋

／
能
濃
度

能
の
量

１
１

２

＋
＋

／
／

＋
／

／
＋

／
X

…

x
x
X
x
x
X
x

２
ｎ

１
１

２
１

１
２

＋
＋

／
＋

＋
／

X

＝1
X

…

x
X

…

x
ｎ

２
ｎ

２
ｎ

X

＝1
X

＝1
ｎ

ｎ
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x
x

…

放
射
性
同
位
元
素
の
次
の
算
式
を
満

次
の
算
式
を
満

次
の
算
式
を
満

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
の
全
部
又
は
次
の
算
式
を
満
た
す

１
２
，
，

種
類
の
全
部
又
は
一
た
す

た
す

た
す

一
部
が
明
ら
か
で
あ
つ
て
種
類
別
の
数

及
び
の
数
量

x
x

x
x

x
x

x
y

１
２

１
２

１
２

ｎ
，
，

，
，

，
，

，

ｎ
ｎ

ｎ
１

１
２

２
ｎ

ｎ
部
が
明
ら
か
で
あ
つ

及
び

及
び

及
び

量
の
全
部
又
は
一
部
が
明
ら
か
で
な
い

／
＋

／
＋

＋
／

…

x
y

…

x
y

…

x
y

x
X
x
X

…

x
X

，
，

，

y
Y

＝1
て
種
類
別
の
数
量
の
の
数
量

の
放
射
能
濃
度

の
放
射
能
の
量

場
合

＋
／

全
部
又
は
一
部
が
明

／
＋

／
／

＋
／

／
＋

／
x
X
x
x
X
x
x
X
x

１
１

２
１

１
２

１
１

２

ら
か
で
な
い
場
合

＋
＋

／
＋

＋
／

＋
＋

／
X

…

x
X

…

x
X

…

x
２

ｎ
２

ｎ
２

ｎ

X
y
Y

＝1
X
y
Y

＝1
X
y
Y

＝1
ｎ

ｎ
ｎ

＋
／

＋
／

＋
／

備
考

は
種
類
及
び
種
類
別
の
数
量

放
射
能
濃
度
又
は

備
考

は
種
類
及
び
種
類
別
の
数
量
が
明
ら
か
な
各
放
射

x
x

…

x
x
x

…

x
１

２
ｎ

１
２

ｎ
，
，
，

、
，
，
，

放
射
能
の
量
が
明
ら
か
な
各
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量

放
射
能
濃
度
又

性
同
位
元
素
の
数
量

テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

を
は
そ
れ

（

）

X
X

…

X
１

２
ｎ

、
、
，
，
，

は
放
射
能
の
量
を

は
そ
れ
ぞ
れ

に
ぞ
れ

に
係
る
各
放
射
性
同
位
元
素
に
対
す
る
別
表
第
一

X
X

…
X

x
x

…

x
x
x

…

x
１

２
ｎ

１
２

ｎ
１

２
ｎ

、
，
，
，

，
，
，

，
，
，

（

）

y
係
る
各
放
射
性
同
位
元
素
に
対
す
る
別
表
第
一

別
表
第
二
又
は
別
表
第

別
表
第
二
又
は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
数
量

テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

を
、

、
、

三
に
掲
げ
る
数
量

放
射
能
濃
度
又
は
放
射
能
の
量
を

は
種
類
又
は

は
種
類
又
は
種
類
別
の
数
量
が
明
ら
か
で
な
い
放
射
性
物
質
の
数
量

テ
y

（

、
、

種
類
別
の
数
量

放
射
能
濃
度
又
は
放
射
能
の
量
が
明
ら
か
で
な
い
各
放

ラ
ベ
ク
レ
ル

を
は
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
の
全
部
が
明

）

Y
y

、
、

射
性
同
位
元
素
の
数
量

放
射
能
濃
度
又
は
放
射
能
の
量
を

は
に
係

ら
か
な
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ら
の
種
類
に
対
す
る
別
表
第
一

別
表
第

Y
y

、
、

、

る
各
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
の
全
部
が
明
ら
か
な
場
合
に
あ
つ
て
は
そ

二
又
は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
数
量

テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

の
う
ち
最
小
の
も

（

）

れ
ら
種
類
に
対
す
る
別
表
第
一

別
表
第
二
又
は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
数

の
を

に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
の
全
部
又
は
一
部
が
明
ら
か

y
、

、

量
放
射
能
濃
度
又
は
放
射
能
の
量
の
う
ち
最
小
の
も
の
を

に
係
る

で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
に
対
す
る
別
表
第

y
y

、
、

。

各
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
の
全
部
又
は
一
部
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に

三
に
掲
げ
る
数
量

テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

を
示
す

（

）

あ
つ
て
は
に
係
る
各
放
射
性
同
位
元
素
に
対
す
る
別
表
第
三
に
掲
げ
る

y

。

数
量

放
射
能
濃
度
又
は
放
射
能
の
量
を
示
す

、

（

）

（

）

別
表
第
五

第
一
条
の
二
及
び
第
二
条
関
係

別
表
第
五

第
二
条
関
係

種
類
が
二
種
類
以
上
で
あ
り

か
つ

種
類
の
全
部
又
は
一
部
が
明
ら
か
で

種
類
が
二
種
類
以
上
で
あ
り

か
つ

種
類
の
全
部
又
は
一
部
が
明
ら
か
で

、
、

、
、

種
類
別
の
分
率
が
明
ら
か
で
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合

別
表
第
六
に

種
類
別
の
分
率
が
明
ら
か
で
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合

別
表
第
六
に

（

（

、
、

該
当
す
る
場
合
を
除
く

の
数
量

放
射
能
濃
度
及
び
放
射
能
の
量
の
限
度
該
当
す
る
場
合
を
除
く

の
数
量
の
限
度

。
。

）

）

、

第
一

欄
第

二
欄

第
三

欄
第

四
欄

第
一

欄
第

二
欄

（A

）

（A

）

区
分

数
量

値
放
射
能
濃
度

放
射
能
の
量

区
分

数
量

値
２

２
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単
位

単
位

単
位

単
位

Ｔ
Ｂ
ｑ

Ｂ
ｑ
／
ｇ

Ｂ
ｑ

Ｔ
Ｂ
ｑ

1

（f
X
1

（f
X
1

（f
X

1

（f
X
f
X

…

f
放
射
性
同
位
元
素

／
／

＋
／

／
＋

／
／

＋
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
の
全
部
が
明

／
／

＋
／

＋
＋

１
１

１
１

１
１

１
１

２
２

f
X

…

f
f
X

…

f
f
X

…

f
X

）

の
種
類
の
全
部
が

／
＋

＋
／

＋
＋

／
＋

＋
ら
か
な
場
合

／
２

２
２

２
２

２
ｎ

ｎ

X

）

X

）

X

）

明
ら
か
な
場
合

／
／

／
ｎ

ｎ
ｎ

ｎ
ｎ

ｎ

1
（f

X
1

（f
X
1

（f
X

1

（f
X
f
X

…

f
放
射
性
同
位
元
素

／
／

＋
／

／
＋

／
／

＋
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
の
一
部
が
明

／
／

＋
／

＋
＋

１
１

１
１

１
１

１
１

２
２

f
X

…

f
f
X

…

f
f
X

…

f
X
f
Y

）

の
種
類
の
一
部
が

／
＋

＋
／

＋
＋

／
＋

＋
ら
か
な
場
合

／
＋

／
２

２
２

２
２

２
ｎ

ｎ
ｙ

X
f
Y
X
f
Y
X
f
Y

明
ら
か
な
場
合

／
＋

／
／

＋
／

／
＋

／
ｎ

ｎ
ｙ

ｎ
ｎ

ｙ
ｎ

ｎ
ｙ

）

）

）

備
考

は
種
類
が
明
ら
か
な
各
放
射
性
同
位
元
素
の
分
率

備
考

は
種
類
が
明
ら
か
な
各
放
射
性
同
位
元
素
の
分
率

f
f

…

f
f
f

…

f
１

２
ｎ

１
２

ｎ
，
，
，

，
，
，

は
に
係
る
各
放
射
性
同
位
元
素
に

は
に
係
る
各
放
射
性
同
位
元
素
に

X
X

…

X
f
f

…

f
X
X

…

X
f
f

…

f
１

２
ｎ

１
２

ｎ
１

２
ｎ

１
２

ｎ
、
，
，
，

，
，
，

、
，
，
，

，
，
，

対
す
る
別
表
第
一

別
表
第
二
又
は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
数
量

放
射
能

対
す
る
別
表
第
一

別
表
第
二
又
は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
数
量

テ
ラ
ベ

（

、
、

、

濃
度
又
は
放
射
能
の
量
を

は
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
放
射
性
同
位
元

ク
レ
ル

を
は
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
放
射
性
同
位
元
素
の
分
率
を

f

）

f
ｙ

ｙ
、

、
。

素
の
分
率
を

は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
数
量

放
射
能
濃
度
又
は
放
射

は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
数
量

テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

を
示
す

Y
Y

（

）

、
、

、

。

能
の
量
を
示
す

（

）

（

）

別
表
第
六

第
二
条
関
係

別
表
第
六

第
二
条
関
係

種
類
が
一
連
の
原
子
核
の
崩
壊
連
鎖
の
系
列
か
ら
な
り

か
つ

そ
の
混
合

種
類
が
一
連
の
原
子
核
の
崩
壊
連
鎖
の
系
列
か
ら
な
り

か
つ

そ
の
混
合

、
、

、
、

比
が
天
然
の
も
の
と
等
し
い
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合
の
数
量
の
限
度

比
が
天
然
の
も
の
と
等
し
い
放
射
性
同
位
元
素
の
場
合
の
数
量
の
限
度

第
一

欄
第

二
欄

第
三

欄
第

一
欄
第

二
欄

第
三

欄

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
同
上

同
上

同
上

［

］

［

］

［

］

［

］

そ
の
系
列
の
子
孫

略
略

そ
の
系
列
の
娘
核

同
上

同
上

核
種
の
う
ち

そ
種
の
う
ち

そ
の

、
、

の
物
理
的
半
減
期

物
理
的
半
減
期
が

が
十
日
を
超
え

十
日
を
超
え

又
、

、
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又
は
親
核
種
の
物

は
親
核
種
の
物
理

理
的
半
減
期
よ
り

的
半
減
期
よ
り
長

長
い
も
の
が
あ
る

い
も
の
が
あ
る
場

場
合

合
［

］

［

］

備
考

略
備
考

同
上

別
記
第
二

削
除

別
記
第
二
（
第
四
条
関
係
）

Ｌ
Ｓ
Ａ
―
Ⅲ
に
係
る
浸
漬
試
験

常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

（

）

［

］

別
記
様
式
第
１

第
１
条
の
２
関
係

様
式
を
加
え
る

。

（

）
整
理
番
号

注

免
除
濃
度

放
射
性
同
位
元
素
等
の

に
係
る
承
認
申
請
書

免
除
量

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

㊞

（

）

、

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す

る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
１
条
の
２
第
２
項
の

免
除
濃
度

規
定
に
よ
り
放
射
性
同
位
元
素
等
の

に
係
る
承
認
を
申
請
し
ま

免
除
量

。

す放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
及
び
性
状

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
濃
度
又
は
放
射
能

の
量
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。

注
整
理
番
号

こ
の
欄
に
は

記
載
し
な
い
こ
と

「

」

、

。

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、

。

２
こ
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は

１
通
と
す
る
こ
と

、

３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

。

で
き
る

（

）

［

］

別
記
様
式
第
２

第
１
条
の
２
関
係

様
式
を
加
え
る

。

（

）

整
理
番
号

注

製
品
に
含
ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
に
係
る
承
認
申
請
書

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

㊞

（

）

、

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す

る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
１
条
の
２
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
製
品
に
含
ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
に
係
る
承
認
を
申
請
し

。

ま
す

製
品
に
含
ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類

及
び
性
状

製
品
の
重
量

外
形
寸
法

外
観
及
び
設
計

、
、

仕
様

。

注
整
理
番
号

こ
の
欄
に
は

記
載
し
な
い
こ
と

「

」

、

。

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、

。

２
こ
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は

１
通
と
す
る
こ
と

、

３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、
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。

で
き
る

（

）

［

］

別
記
様
式
第
３

第
２
条
関
係

様
式
を
加
え
る

。

（

）

整
理
番
号

注
１

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
申
請
書

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

㊞

（

）

、

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す

る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
２
条
第
２
項
の
規
定

。

に
よ
り
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
設
計
承
認
を
申
請
し
ま
す

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
名
称

（

）

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類

注
２

特
の

核
種

別
仕

形
様

数
量

放射
外
形
寸
法

性同
重
量

位

（

）

元
物
理
的
状
態

注
３

素

（

）

等
化
学
形
等

注
４
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そ
の
他
特
記
事
項

。

注
１

整
理
番
号

こ
の
欄
に
は

記
載
し
な
い
こ
と

「

」

、

注
２

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類

容
易
に
散
逸
し
な
い
固

「

」

体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
を
密
封
し
た
カ

。

プ
セ
ル
の
別
を
記
載
す
る
こ
と

。

注
３

物
理
的
状
態

気
体

液
体
等
の
状
態
を
記
載
す
る
こ
と

「

」

、

注
４

化
学
形
等

原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
化
学
形
等
の
区
分

「

」

。

を
記
載
す
る
こ
と

。

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、

。

２
こ
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は

１
通
と
す
る
こ
と

、

３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

。

で
き
る

（

）

［

］

別
記
様
式
第
４

第
２
条
関
係

様
式
を
加
え
る

。

（

）

整
理
番
号

注

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
変
更
承
認
申
請
書年

月
日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

㊞

（

）

、

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す

る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
２
条
第
２
項
の
規
定

。

に
よ
り
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
設
計
変
更
承
認
を
申
請
し
ま
す

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
名
称
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特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
番
号

変
更
の
内
訳

変
更
の
理
由

。

注
整
理
番
号

こ
の
欄
に
は

記
載
し
な
い
こ
と

「

」
、

。

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、

。

２
こ
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は

１
通
と
す
る
こ
と

、

３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

。

で
き
る

（

）

［

］

別
記
様
式
第
５

第
２
条
関
係

様
式
を
加
え
る

。

（

）

整
理
番
号

注

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
有
効
期
間
更
新
申
請
書

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

㊞

（

）
、

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す

る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
２
条
第
５
項
の
規
定

に
よ
り
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
設
計
承
認
書
有
効
期
間
更
新
を
申

。

請
し
ま
す

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
名
称

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
番
号
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特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
に

記
載
さ
れ
た
有
効
期
間

更
新
の
理
由

。

注
整
理
番
号

こ
の
欄
に
は

記
載
し
な
い
こ
と

「

」

、

。

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、

。

２
こ
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は

１
通
と
す
る
こ
と

、

３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

。

で
き
る

（

）

［

］

別
記
様
式
第
６

第
２
条
関
係

様
式
を
加
え
る

。

（

）
整
理
番
号

注

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
記
載
事
項
変
更
届

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

㊞

（

）

、

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す

る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
２
条
第
７
項
の
規
定

に
よ
り
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
設
計
承
認
書
記
載
事
項
変
更
を
届

。

け
出
ま
す

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
名
称

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
番
号

変
更
前

-75-



- 42 -

変
更
後

変
更
の
年
月
日

変
更
の
理
由

。

注
整
理
番
号

こ
の
欄
に
は

記
載
し
な
い
こ
と

「

」
、

。

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、

。

２
こ
の
届
書
の
提
出
部
数
は

１
通
と
す
る
こ
と

、

３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

。

で
き
る

（

）

［

］

別
記
様
式
第
７

第
２
条
関
係

様
式
を
加
え
る

。

（

）

整
理
番
号

注

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
書
廃
止
届

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

㊞

（

）
、

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す

る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
２
条
第
８
項
の
規
定

に
よ
り
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
設
計
承
認
書
廃
止
を
届
け
出
ま
す

。

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
名
称

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
設
計
承
認
番
号
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廃
止
の
年
月
日

廃
止
の
理
由

。

注
整
理
番
号

こ
の
欄
に
は

記
載
し
な
い
こ
と

「

」

、

。

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、

。

２
こ
の
届
書
の
提
出
部
数
は

１
通
と
す
る
こ
と

、

３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

。

で
き
る

（

）

［

］

別
記
様
式
第
８

第
２
条
関
係

様
式
を
加
え
る

。

（

）
整
理
番
号

注

放
射
性
同
位
元
素
等
の
数
量
に
係
る
承
認
申
請
書

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
下
欄
に
規
定
す
る
別
表
第
二
の
第
二
欄
又

（

）

は
第
三
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
つ
い
て
の
承
認

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

㊞

（

）
、

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す

る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
２
条
第
９
項
の
規
定

。

に
よ
り
放
射
性
同
位
元
素
等
の
数
量
に
係
る
承
認
を
申
請
し
ま
す

放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
及
び
性
状

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
数
量
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。

注
整
理
番
号

こ
の
欄
に
は

記
載
し
な
い
こ
と

「

」

、

。

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、

。

２
こ
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は

１
通
と
す
る
こ
と

、

３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

。

で
き
る

（

）

（

）

別
記
様
式
第
９

第
２
５
条
関
係

別
記
様
式
第
１

第
２
５
条
関
係

［

］

［

］

略
同
上

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

注
２

注
２

（

）

（

）

密
封
の
状
態

注
７

密
封
の
状
態

注
７

［

］

［

］

略
同
上

［

］

容
器
の
保
守
及
び
放
射
性
輸
送
物
の
取
扱
い

同
上

に
関
す
る
事
項

性 射 放 る す 納 収

様 仕 の 等 素 元 位 同

性 射 放 る す 納 収

様 仕 の 等 素 元 位 同
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［

］

そ
の
他
特
記
事
項

新
設
［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

別
記
様
式
第
１
０

第
２
５
条
関
係

別
記
様
式
第
２

第
２
５
条
関
係

（

）

（

）

別
記
様
式
第
１
１

第
２
５
条
関
係

別
記
様
式
第
３

第
２
５
条
関
係

（

）

（

）

別
記
様
式
第
１
２

第
２
５
条
関
係

別
記
様
式
第
４

第
２
５
条
関
係

（

）

（

）

別
記
様
式
第
１
３

第
２
５
条
関
係

別
記
様
式
第
５

第
２
５
条
関
係

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（案） 

 

 改正 令和 年 月 日 原規規発第  号 原子力規制委員会決定 

 

令和 年 月 日 

 

原子力規制委員会   

 

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る核燃料輸送物設計承

認及び容器承認等に関する申請手続ガイドの一部改正について 

 

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る核燃料輸送物設計承認及

び容器承認等に関する申請手続ガイド（原規規発第2002264号）の一部を、別表により

改正する。 

 

附 則 

この規程は、令和３年１月１日から施行する。 

 

 

別紙３ 
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1 
 

別表 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る核燃料輸送物設計承認及び容器承認等に関する申請手続ガイド 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

1.2. 関連法規等 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

32 年法律第 166 号。以下「法」という。） 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

（昭和 32年政令第 324 号。以下「令」という。） 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則（平成 25年原子力規制委員会規則第 5号。以下

「設置許可基準規則」という。） 

 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

（昭和 53年総理府令第 57 号。以下「外運搬規則」という。） 

 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術

上の基準に係る細目等を定める告示（平成 2 年科学技術庁告示

第 5号。以下「外運搬告示」という。） 

1.2. 関連法規等 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

32 年法律第 166 号。以下「法」という。） 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

（昭和 32年政令第 324 号。以下「令」という。） 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則（平成 25年原子力規制委員会規則第 5号。以下

「設置許可基準規則」という。） 

 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

（昭和 53年総理府令第 57 号。以下「外運搬規則」という。） 

 平成 2 年科学技術庁告示第 5 号（核燃料物質等の工場又は事業

所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定め

る告示。以下「外運搬告示」という。） 

 

2.2. 容器承認申請 

法第59条第3項の規定に基づく輸送容器についての承認の申請に

ついては、外運搬規則第 21 条第 1項から第 3項までによるもののほ

か、以下によること。 

⑴ （略） 

⑵外運搬規則第21 条第 2 項の規定の適用を受け外運搬告示第 41 条

2.2. 容器承認申請 

法第59条第3項の規定に基づく輸送容器についての承認の申請に

ついては、外運搬規則第 21 条第 1項から第 3項までによるもののほ

か、以下によること。 

⑴ （略） 

⑵外運搬規則第21 条第 2 項の規定の適用を受け外運搬告示第 41 条
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2 
 

第 2 項の規定に基づく核燃料輸送物設計承認書の交付を受けた者

は、外運搬規則別記様式第 3中「７ その他特記事項」において、

当該核燃料輸送物設計承認書に係る核燃料輸送物設計承認番号を

記載するとともに、当該核燃料輸送物設計承認書の写し（外運搬

告示第41条第6項の規定に基づき核燃料輸送物設計承認書記載事

項変更届出書を提出した場合にあっては、その写しを含む。）を外

運搬規則第 21 条第 1 項に規定する容器承認申請書に添付するこ

と。 

⑶兼用キャスク（設置許可基準規則第 2条第 2項第 41号に規定する

兼用キャスクをいう。以下同じ。）に係る容器承認の申請を行った

場合において、当該兼用キャスクに係る法第 43条の 3の 9第 1項

の規定に基づく設計及び工事の計画の認可（法第 43 条の 3の 9第

2 項の規定に基づく認可を受けた場合は、その認可を含む。）を受

けたときは、当該認可を受けたことを証する書類の写しを当該兼

用キャスクの製作前に提出すること。 

第 2 項の規定に基づく核燃料輸送物設計承認書の交付を受けた者

は、当該核燃料輸送物設計承認書の写し（外運搬告示第 41 条第 6

項の規定に基づき核燃料輸送物設計承認書記載事項変更届出書を

提出した場合にあっては、その写しを含む。）を外運搬規則第 21 条

第 1項に規定する容器承認申請書に添付すること。 

 

 

 

⑶発電用原子炉施設を設置する工場又は事業所における貯蔵を行お

うとする兼用キャスク（設置許可基準規則第 2条第 2項第 41 号に

規定する兼用キャスクをいう。）に係る容器承認の申請を行った場

合において、当該兼用キャスクに係る法第 43 条の 3の 9第 1項の

規定に基づく設計及び工事の計画の認可（法第 43条の 3の 9第 2

項の規定に基づく認可を受けた場合は、その認可を含む。）を受け

たときは、当該認可を受けたことを証する書類の写しを当該兼用

キャスクの製作前に提出すること。 

 

2.3. 核燃料輸送物設計承認申請 

外運搬規則第21条第2項の規定に基づく核燃料輸送物設計承認の

申請については、外運搬告示第 41条第 1項によるもののほか、以下

によること。 

⑴ 外運搬告示別記様式第 13中「４ 収納する核燃料物質等の種類、

性状、重量及び放射能の量」においては、収納物の重量について

2.3. 核燃料輸送物設計承認申請 

外運搬規則第21条第2項の規定に基づく核燃料輸送物設計承認の

申請については、外運搬告示第 41条第 1項によるもののほか、以下

によること。 

⑴外運搬告示別記様式第 8 中「６ 臨界安全評価における浸水の領

域に関する事項」においては、臨界解析において浸水を仮定して
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も記載し、「８ 臨界安全評価における浸水の領域に関する事項」

においては、臨界解析において浸水を仮定している領域及び当該

領域内部において収納物の臨界安全の維持に係る構成を説明し、

「９ 収納物の密封性に関する事項」においては、輸送容器の密

封境界の構成を説明すること。兼用キャスクにあっては、同様式

中「11 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事

項」において、貯蔵開始から運搬に至る予定期間（以下「貯蔵予

定期間」という。）における経年変化を考慮した輸送容器の保守

や核燃料輸送物の取扱いを説明するとともに、「13 その他特記

事項」において、貯蔵予定期間における当該兼用キャスクに係る

外運搬規則等に規定する技術上の基準の変更への対応や新たな

技術的知見の保安措置への反映の方法を説明すること。また、「２ 

輸送容器の外形寸法、重量及び主要材料」においては、同様式注

１の規定に基づき輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面

を添付するほか、同様式に添付する外運搬規則第 21 条第 1 項第

2 号に掲げる書類に記載された主要な図面の番号を記載するこ

と。 

⑵・⑶ （略） 

いる領域及び当該領域内部において収納物の臨界安全の維持に係

る構成を説明し、「７ 収納物の密封性に関する事項」においては、

輸送容器の密封境界の構成を説明すること。また、「２ 輸送容器

の外形寸法、重量及び主要材料」においては、同様式注１の規定に

基づき輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付するほ

か、同様式に添付する外運搬規則第 21条第 1項第 2号に掲げる書

類に記載された主要な図面の番号を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵・⑶ （略） 

 

2.5. その他の事項 

⑴外運搬告示第 3 条第 2 項の規定に基づく特別形核燃料物質等の設

計に係る承認申請に当たり、同条第 1 項第 1 号の表上欄ロただし

書の規定の適用を受けようとする場合にあっては、同条第 2 項の

2.5. その他の事項 

⑴外運搬告示第 3 条第 2 項の規定に基づく特別形核燃料物質等の適

用基準に係る承認申請に当たり、外運搬告示別記様式第 1 の「３ 

適用しようとする試験」は、例えば以下のように適用しようとす
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「当該カプセル等の設計が同欄イ及びロの基準に適合することを

説明する書類」は、例えば以下のように適用しようとする基準を

記載すること。 

（ａ）衝撃試験及び打撃試験に代えて、ＩＳＯ２９１９：２０

１２「放射線防護-放射線源-一般要件と分類」に定められ

たクラス 4 衝撃試験（200ｇ未満のもの。）又はクラス 5 衝

撃試験（500ｇ未満のもの。） 

（ｂ）加熱試験に代えて、ＩＳＯ２９１９：２０１２「放射線

防護-放射線源-一般要件と分類」に定められたクラス 6 温

度試験 

 

⑵外運搬告示第21条第2項の規定に基づくＩＰ－２型輸送物の一般

の試験条件に係る承認申請に当たり、外運搬告示別記様式第 9 の

「３ 適用しようとする条件」は、例えば以下のように適用しよ

うとする条件を記載すること｡ 

（略） 

 

⑶外運搬告示第22条の 2第 1項及び同条第2項の規定に基づくＩＰ

型輸送物の同等基準に係る承認申請に当たり、外運搬告示別記様

式第 10 の「３ 適用しようとする基準」は、例えば以下のように

適用しようとする基準を記載すること｡ 

Ⅰ．（略） 

Ⅱ．コンテナの場合 

る基準を記載すること。 

 

 

（ａ）衝撃試験及び打撃試験に代えて、ＩＳＯ２９１９：１９

９９「放射線防護-放射線源-一般要件と分類」に定められ

たクラス 4 衝撃試験（200ｇ未満のもの。）又はクラス 5 衝

撃試験（500ｇ未満のもの。） 

（ｂ）加熱試験に代えて、ＩＳＯ２９１９：１９９９「放射線

防護-放射線源-一般要件と分類」に定められたクラス 6 温

度試験 

 

⑵外運搬告示第21条第2項の規定に基づくＩＰ－２型輸送物の一般

の試験条件に係る承認申請に当たり、外運搬告示別記様式第 4 の

「３ 適用しようとする条件」は、例えば以下のように適用しよ

うとする条件を記載すること｡ 

（略） 

 

⑶外運搬告示第22条の 2第 1項及び同条第2項の規定に基づくＩＰ

型輸送物の同等基準に係る承認申請に当たり、外運搬告示別記様

式第 5 の「３ 適用しようとする基準」は、例えば以下のように

適用しようとする基準を記載すること｡ 

Ⅰ．（略） 

Ⅱ．コンテナの場合 
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ＩＳＯ１４９６-１：２０１３｢シリーズ１ 輸送コンテ

ナ-仕様及び試験-第１部：一般貨物コンテナ」に定められ

た要件に、寸法及び最大総重量を除き適合し、かつ、該当

ＩＳＯ規格に定められた試験条件の下に置くこととした場

合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、表面における線

量当量率が２０％を超えて増加しないこと｡ 

 

⑷外運搬告示第34条第1項の規定に基づく特別措置に係る承認の申

請に当たり、核燃料物質等によって表面が汚染されたもので、外

運搬規則第 3 条に規定する核燃料輸送物として運搬することがで

きない大型の物体であって、かつ、全ての開口部又は配管その他

の貫通部について放射性物質の漏えいを防止するための措置が講

じられているもの（以下「輸送物体」という。）を運搬する場合に

は、外運搬告示別記様式第 12の「１ 運搬する核燃料物質等の種

類、数量及び性状」に以下を記載すること。  

（ａ）輸送物体の基本設計に係る外形図、断面図及び材料表等を用

いた説明 

（ｂ）輸送物体の接近できる表面の非固定性汚染の状態の情報（汚

染密度の計測方法、放射性物質等の情報を含む。（ｃ）におい

て同じ。） 

（ｃ）輸送物体のその他の汚染の状態の情報 

（ｄ）輸送物体を核燃料輸送物とみなした場合のＩＰ－２型輸送物

に係る技術上の基準への適合状況の説明（外運搬告示別記第

ＩＳＯ１４９６-１：１９９０｢シリーズ１ 輸送コンテ

ナ-仕様及び試験-第１部：一般貨物コンテナ」に定められ

た要件に、寸法及び最大総重量を除き適合し、かつ、該当

ＩＳＯ規格に定められた試験条件の下に置くこととした場

合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、表面における線

量当量率が２０％を超えて増加しないこと｡ 

 

（新設） 
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3 第 1号ロ⑶の条件に係るものを除く。） 

 

別記第２ 輸送容器の設計及び核燃料物質等を当該輸送容器に収納

した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書（外運搬規則第

21 条第 1項第 2号及び外運搬告示第 41条第 1項）の記載要領 

項     目 内     容 

(ｲ)章 核燃料輸送物の説明 （略） 

(ｲ)－Ａ 目的及び条件 核燃料輸送物の使用目的、輸

送容器の型名、使用予定年数、

輸送容器の使用予定回数、兼用

キャスクの場合は貯蔵予定期

間、核分裂性物質の場合はその

旨及び輸送指数等の総括的事項

について記載する。 

 

(ｲ)－Ｂ

～Ｄ 

（略） （略） 

(ﾛ)章 核燃料輸送物の安全

解析 

安全解析の概要について記載

する。 

(ﾛ)－Ａ

～Ｄ 

（略） （略） 

(ﾛ)－Ｅ 臨界解析  

Ｅ.1～ （略） （略） 

別記第２ 輸送容器の設計及び核燃料物質等を当該輸送容器に収納

した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書（外運搬規則第

21 条第 1項第 2号及び外運搬告示第 41条第 1項）の記載要領 

項     目 内     容 

(ｲ)章 核燃料輸送物の説明 （略） 

(ｲ)－Ａ 目的及び条件 核燃料輸送物の使用目的、輸

送容器の型名、核分裂性物質の

場合はその旨及び輸送指数等の

総括的事項について記載する。 

 

 

 

 

(ｲ)－Ｂ

～Ｄ 

（略） （略） 

(ﾛ)章 核燃料輸送物の安全

解析 

安全解析の概要について記載

する。 

(ﾛ)－Ａ

～Ｄ 

（略） （略） 

(ﾛ)－Ｅ 臨界解析  

Ｅ.1～ （略） （略） 
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Ｅ.4.1 

Ｅ.4.2 核燃料輸送物への水

の浸入等 

 

核燃料輸送物への水の浸入又

は核燃料輸送物からの水の漏

出、核燃料輸送物の配列変化に

よる接近、収納物の再配列、水

（又は雪）中への浸漬、温度変

化等の核的安全に与える影響に

ついて記載する。 

外運搬告示第 25 条第 1 号の

「浸水及び漏水を防止する特別

な措置」を説明するときは、当

該措置に係る品質管理及び取扱

いに関して、外運搬告示第 41条

第 1 項の輸送容器に係る品質管

理の方法等（設計に係るものに

限る。）に関する説明書及び「（ﾊ）

－Ａ 核燃料輸送物の取扱方

法」の該当部分を示すこと。ま

た、ウラン 235 の濃縮度が 5%以

下の六ふっ化ウランのみが収納

されている核燃料輸送物にあっ

ては、当該核燃料輸送物を核分

裂性輸送物に係る特別の試験条

Ｅ.4.1 

Ｅ.4.2 核燃料輸送物への水

の浸入等 

 

核燃料輸送物への水の浸入又

は核燃料輸送物からの水の漏

出、核燃料輸送物の配列変化に

よる接近、収納物の再配列、水

（又は雪）中への浸漬、温度変

化等の核的安全に与える影響に

ついて記載する。 
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件の下に置いた場合に、弁及び

栓に損傷がなく、放射性物質の

漏えいがないことを説明するこ

と。上記以外の核燃料輸送物に

あっては、当該核燃料輸送物を

核分裂性輸送物に係る特別の試

験条件の下に置いた後、当該核

燃料輸送物の二重以上の密封装

置が破損のない状態で保たれて

いることを説明すること。 

 

Ｅ.4.3 

～Ｅ.6 

（略） （略） 

(ﾛ)－Ｆ 核燃料輸送物の経年

変化の考慮 

 

Ｆ.1 考慮すべき経年変化

要因 

核燃料輸送物について、使用

を予定する期間中に想定される

使用状況及びそれに伴う経年変

化の要因について説明する。 

 

Ｆ.2 安全解析における経

年変化の考慮の必要

性の評価 

核燃料輸送物を構成する部材

について、安全解析における経

年変化の考慮の必要性の評価の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ.4.3 

～Ｅ.6 

（略） （略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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結果を記載する。 

 

Ｆ.3 安全解析における経

年変化の考慮内容 

安全解析における経年変化の

考慮が必要とされた部材につい

て、安全解析における経年変化

の考慮の方法、同解析へ反映し

た経年変化の影響等を説明す

る。 

 

(ﾛ)－Ｇ （略） （略） 

(ﾊ)章 輸送容器の保守及び

核燃料輸送物の取扱

方法 

核燃料輸送物の安全設計（経

年変化の考慮を含む。）に合致し

た輸送容器の保守及び核燃料輸

送物の取扱方法を記載する。な

お、兼用キャスクにあっては、

当該施設における貯蔵のために

講ずる措置と事業所外運搬のた

めに講ずる措置をそれぞれ明示

すること。 

 

(ﾊ)－Ａ 核燃料輸送物の取扱

方法 

（略） 

Ａ.1～ （略） （略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)－Ｆ （略） （略） 

(ﾊ)章 輸送容器の保守及び

核燃料輸送物の取扱

い方法 

核燃料輸送物の安全設計に合

致した標準的な取扱方法につい

て記載するとともに、保守条件

を記載する。 

 

 

 

 

 

 

(ﾊ)－Ａ 核燃料輸送物の取扱

い方法 

（略） 

Ａ.1～ （略） （略） 
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Ａ.4 

(ﾊ)－Ｂ （略） （略） 

(ﾆ)章 （略） （略） 

参考 （略） （略） 

 

備考 外運搬規則及び外運搬告示に定める技術基準への適合性の評

価の記載例 

外運搬規則の

項目 

外運搬告示

の項目 
説  明注１）、注２） 

申請書記載 

対応項目 

第１１条 

第１号イ 

 

第２４条 

別記第１１ 

 

核分裂性輸送物

に係る一般の試験

条件の下に輸送物

を置くこととした

場合、当該条件は B

型輸送物に係る一

般の試験条件と同

等である。外運搬規

則第 6 条第 2 号の

技術上の基準への

適合性の評価にお

いて上部及び下部

緩衝体に最大 60mm

 

(ﾛ)－Ｅ.1 

 

 

(ﾛ)－Ａ.9.1 

Ａ.4 

(ﾊ)－Ｂ （略） （略） 

(ﾆ)章 （略） （略） 

参考 （略） （略） 

 

備考 外運搬規則及び外運搬告示に定める技術基準への適合性の評

価の記載例 

外運搬規則の

項目 

外運搬告示

の項目 
説  明 

申請書記載 

対応項目 

第１１条 

第１項第１号

(ｲ) 

 

第２４条 

別記第１１ 

 

本輸送物は、一般

の試験条件下にお

いても以下の要件

を満足している。 

本輸送物は構造解

析の結果及び容器

の構 造部に一 辺

10cm の立方体を包

含するようなくぼ

みを生じることは

ない。 

 

 

 

(ﾛ)－Ｅ.1 

 

 

(ﾛ)－Ａ.9.1 
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程度の変形が生じ

るのみであること

を確認している。し

たがって、輸送容器

の外 表面に一 辺

10cm の立方体を包

含するようなくぼ

みを生じることは

ない。 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

注１ 「説明」に関し、以下の事項について簡潔に記載すること。 

①定量的評価の結果をもって説明する場合 

１）評価の概要（評価の解析対象と前提条件) 

２）評価に保守性を持たせるために仮定した事項 

３）評価方法（解析コード又は物理的公式等） 

４）評価の結果と導出される結論 

・技術上の基準への適合性を説明する場合 

線量当量率が基準を下回る、収納物が臨界に達しない、

放射性物質の放出量が漏えい基準を下回る等、技術上の

基準に適合していることを示す記載とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

（新設） 
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・一般及び特別の試験条件の下に置いた輸送物の状態を説

明する場合 

蓋及び胴のシール部の健全性は維持される等、技術上の

基準への適合性の説明を行うために必要な輸送物の状態

を記載すること 

②輸送物の材質・構造をもって技術上の基準への適合性を説明

する場合 

①の１）及び４）の事項 

 

注２ 既に承認を受けた設計を変更する場合、技術上の基準への適

合性又は一般及び特別の試験条件の下に置いた輸送物の状態に

関し、以下の事項について簡潔に記載すること。 

①技術上の基準への適合性又は一般及び特別の試験条件の下に

置いた輸送物の状態の評価の前提条件に設計変更した事項が

含まれない場合 

１）既存の設計における前提条件に設計変更した事項が含ま

れないこと 

２）既存の設計における評価結果 

３）設計変更により評価結果に影響しないこと 

②設計変更した事項が前提条件に含まれるが、既存の設計にお

ける評価結果に影響しない場合 

１）既存の設計における前提条件に設計変更した事項が含ま

れること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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２）既存の設計における評価結果 

３）設計変更した事項が既存の設計の評価結果に影響しない

こと 

③上記のいずれにも当てはまらない場合又は評価の方法を変更

した場合 

１）既存の設計における評価の概要（評価の解析対象と前提

条件) 

２）設計変更した事項に対する注１の①又は②の事項 

 

別記第５ 輸送容器が輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよ

う維持されていることを示す説明書（外運搬規則第 21条第 1項第

5号）の記載要領 

項     目 内     容 

(ｲ)章 輸送容器の性能維持

に関する説明 

輸送容器の完成後から容器承

認時まで、当該輸送容器が健全

に保守されていることを示す事

項（経年変化の影響とその対応

を含む。）を説明する。 

 
 

別記第５ 輸送容器が輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよ

うに維持されていることを示す説明書（外運搬規則第 21 条第 1項

第 5号）の記載要領 

項     目 内     容 

(ｲ)章 輸送容器の性能維持

に関する説明 

輸送容器の完成後から容器承

認時まで、当該輸送容器が健全

に保守されていることを示す事

項を説明する。 
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（案） 

 

改正 令和 年 月 日 原規総発第  号 原子力規制委員会決定 

 

   令和 年 月 日 

 

                     原子力規制委員会   

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規

制委員会の処分に係る審査基準等の一部改正について 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委

員会の処分に係る審査基準等（原規総発第 1311275 号）の一部を、別表により改正

する。 

 

   附 則 

この規程は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則等の

一部を改正する規則の施行の日（令和３年１月１日）から施行する。 

別紙４ 
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別表 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
（別表） 
条文 内容 審査基準又は処分基準 標準処理

期間 
（略） （略） （略） （略） 

【その他】 

外運搬規

則第２１

条第２項 

核燃料輸送物の

設計の承認 
 
 
 

基準は、外運搬規則第

３条から第１２条まで

及び第１４条並びに外

運搬告示に規定されて

いる。 

※６ 
 

外運搬告

示第３条

第１項第

１号の表

上欄 

特別形核燃料物

質等の設計の承

認 

基準は、外運搬告示第

３条第１項第１号の表

上欄イ及びロに規定さ

れている。 

※６ 
 

外運搬告

示第３条

第１項第

１号の表

下欄 

外運搬告示別表

第２の第２欄又

は第３欄に掲げ

る数量の承認 

基準は、外運搬告示別

表第２に規定されてい

る。 

※６ 
 

（略） （略） （略） （略） 
※１～※５ （略） 

（別表） 
条文 内容 審査基準又は処分基準 標準処理

期間 
（略） （略） （略） （略） 

【その他】 

外運搬規

則第２１

条第２項 

核燃料輸送物の設

計の承認 
 
 

基準は、同規則第３条

から第１２条まで及び

第１４条並びに外運搬

告示に規定されてい

る。 

※６ 
 

（新設） 
 
 

（新設） （新設） （新設） 

（新設） 
 
 

（新設） （新設） （新設） 

（略） （略） （略） （略） 
※１～※５ （略） 
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※６：申請件数が乏しい、又は申請内容によって審査に要する期間が大

きく変動する等の理由により設定しない。 

※７： （略） 

※６：申請件数が乏しい、又は申請内容によって審査に要する期間が大

きく変動する等の理由により設定しない。 

※７： （略） 
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（案） 

 

改正 令和 年 月 日 原規総発第  号 原子力規制委員会決定 

 

   令和 年 月 日 

 

                     原子力規制委員会   

 

放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく原子力規制委員会の処分に係

る審査基準等の一部改正について 

 

放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく原子力規制委員会の処分に係る審

査基準等（原規総発第 130326013 号）の一部を、別表により改正する。 

 

   附 則 

この規程は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則等の

一部を改正する規則の施行の日（令和３年１月１日）から施行する。 

別紙５ 
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別表 放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
（別表） 

条文 内容 審査基準又は処分基準 
標準処理

期間 
（略） （略） （略） （略） 

第 １ ８

条 第 ２

項（第 
２ ５ 条

の ５ の

規 定 に

よ り 適

用 す る

場合を 
含

む。） 

運搬物に関する確

認（原子力規制委

員会が行う場合） 

基準は、第１８条第１

項、規則第１８条の２、

第１８条の３、第１８条

の６及び第１８条の７

（第１８条の６及び第１

８条の７については、第

２４条の２の４の規定に

より適用する場合を含

む。）並びに放射性同位

元素等の工場又は事業所

の外における運搬に関す

る技術上の基準に係る細

目等を定める告示（平成

２年科学技術庁告示第７

号。以下「外運搬告示」

という。）第１１条から

第１７条までに規定され

ている。 

６０日間 

（別表） 

条文 内容 審査基準又は処分基準 
標準処理

期間 
（略） （略） （略） （略） 

第 １ ８

条 第 ２

項（第 
２ ５ 条

の ５ の

規 定 に

よ り 適

用 す る

場 合 を

含

む。） 

運搬物に関する確

認（原子力規制委

員会が行う場合） 

基準は、第１８条第１

項、規則第１８条の２、

第１８条の３、第１８条

の６、第１８条の７及び

第２４条の２の４並びに

放射性同位元素等の工場

又は事業所の外における

運搬に関する技術上の基

準に係る細目等を定める

告示（平成２年科学技術 
庁告示第７号）第１１条

から第１７条までに規定

されている。 

６０日間 
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（略） （略） （略） （略） 
第 １ ８

条 第 ３

項 （ 第

２ ５ 条

の ５ の

規 定 に

よ り 適

用 す る

場 合 を

含

む。） 

運搬容器の承認 

基準は、規則第１８条の

２から第１８条の１２ま

で（第１８条の５から第

１８条の７まで及び第１

８条の１２については、

第２４条の２の４の規定

により適用する場合を含

む。）及び外運搬告示に

規定されている。 

６０日間 

（略） （略） （略） （略） 
第 ４ １

条 の ４

６ に お

い て 読

み 替 え

て 準 用

す る 第

４ １ 条

の ２ 第

１項 

登録特定放射性同

位元素防護管理者

定期講習機関の登

録更新 

基準は、第４１条の４２

及び第４１条の４６にお

いて読み替えて準用する

第４０条に規定されてい

る。 

３０日間 

【その他】 

（略） （略） （略） （略） 
第 １ ８

条 第 ３

項 （ 第

２ ５ 条

の ５ の

規 定 に

よ り 適

用 す る

場 合 を

含

む。） 

運搬容器の承認 

基準は、規則第１８条の

３から第１８条の１２ま

でに規定されている。 

６０日間 

（略） （略） （略） （略） 
第 ４ １

条 の ４

６ に お

い て 読

み 替 え

て 準 用

す る 第

４ １ 条

の ２ 第

１項 

登録特定放射性同

位元素防護管理者

定期講習機関の登

録更新 

基準は、第４１条の４２

及び第４１条の４６にお

いて読み替えて準用する

第４０条に規定されてい

る。 

３０日間 

（新設） 
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規 則 第

１ ８ 条

の １ ７

第 ４ 項

（ 第 ２

４ 条 の

２ の ７

の 規 定

に よ り

適 用 す

る 場 合

を 含

む。） 

放射性輸送物の設

計の承認 

基準は、規則第１８条の

２から第１８条の１２ま

で（第１８条の５から第

１８条の７まで及び第１

８条の１２については、

第２４条の２の４の規定

により適用する場合を含

む。）及び外運搬告示に

規定されている。 

６０日間 
 

外 運 搬

告 示 第

１ 条 の

２ 第 １

項 第 １

号 た だ

し 書 及

び 第 ２

号 た だ

し書 

放射性同位元素等

の免除濃度及び免

除量の承認 
注２ 注１ 

（ 新

設） 
（新設） （新設） （新設） 

（ 新

設） 
（新設） （新設） （新設） 

-100-



4 

外 運 搬

告 示 第

１ 条 の

２ 第 １

項 第 ４

号 

製品に含まれる放

射性同位元素の承

認 
注２ 注１ 

外 運 搬

告 示 第

２ 条 第

１ 項 第

１ 号 の

表上欄 

特別形放射性同位

元素等の設計の承

認 

基準は、外運搬告示第２

条第１項第１号の表上欄

イ及びロに規定されてい

る。 

注１ 

外 運 搬

告 示 第

２ 条 第

１ 項 第

１ 号 の

表下欄 

外運搬告示別表第

２の第２欄又は第

３欄に掲げる数量

の承認 

基準は、外運搬告示別表

第２に規定されている。 
注１ 

注１：申請内容によって審査に要する期間が大きく変動すること等の理

由により設定しない。 
注２：（略） 

（ 新

設） 
（新設） （新設） （新設） 

（ 新

設） 
（新設） （新設） （新設） 

（ 新

設） 
（新設） （新設） （新設） 

注１：申請内容によって審査に要する期間が大きく変動すること等の理

由により設定しない。 
注２：（略） 
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資料 2 

 

IAEA放射性物質安全輸送規則 2018年版の国内取り入れ 

及び IRRSでの指摘事項への対応方針について 

 

令和２年６月１７日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．経緯等 

（１）国際原子力機関（IAEA）放射性物質安全輸送規則（以下「IAEA輸送規則」

という。）は、これまで累次にわたり改定されており、最新の 2018年版が航

空輸送の国際民間航空条約に取り入れられ、2021 年 1 月 1 日から発効する

予定である。なお、我が国は、海上輸送・航空輸送の国際条約を批准してい

ることから、最新の IAEA輸送規則の国内法令への取り入れについては、国

際条約の発効に併せて、関係省庁と協力し、陸海空の関係規則等を改正する

必要がある。 

（２）また、本年 1月の IAEAの総合規制評価サービス（IRRS）フォローアップ

ミッションにおいて、2016年の IRRSイニシャルミッションに含まれていな

かった輸送安全についても評価を受けたところ、原子力規制委員会、総務省

及び厚生労働省が所管する国内法令に IAEA輸送規則の一部が取り入れられ

ていない点について改善の指摘があった。 

（３）以上を踏まえ、IAEA 輸送規則 2018 年版の国内取り入れ及び IRRS での指

摘事項に対応するため、2021 年 1 月 1 日の施行を目標として、原子力規制

委員会が所管する核燃料物質等及び放射性同位元素（RI）等の輸送に係る関

係規則等の改正を行うこととしたい。 

 

２．検討事項 

（１）IAEA輸送規則 2018年版の国内取り入れ 

①大型で容器に収納できない表面汚染物（SCO1-Ⅲ）を規定するとともに、

同物体の運搬に係る承認規定を導入すること 

②新たに 7核種（Ba-135m, Ge-69, Ir-193m, Ni-57, Sr-83, Tb-149, Tb-

161）の放射性物質の基礎的数値2を定めること 

                                                   
1 SCO： Surface Contaminated Object、表面汚染物。固体状の物体でそれ自身は放射性物

質ではないものの、表面に放射性物質が分布しているもの。該当例：解体廃棄物 
2 基礎的数値とは、放射性物質の輸送容器へ収納可能な放射能量の限度（以下「収納限度」

という。）及び輸送に係る規制が免除となる値（物質の放射能濃度限度及び運搬物の放射

能限度。以下「規制免除値」という。）をいう。この規制免除値は、BSS（国際基本安全基

準）に基づいている。 
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③LSA3-Ⅲの要件の一つである浸出試験を求めないこととすること 

④UF6シリンダ落下試験時の周囲構造部材との接触禁止の対象にプラグを

追加すること 

⑤核分裂性物質を輸送した空容器をＬ型輸送物として輸送する場合の要件

を明確化すること 

⑥輸送物の設計において、経年変化を考慮すること 

⑦「娘核種（daughter nuclide）」から「子孫核種（progeny nuclide）」

へ用語を変更すること 

（２）IRRSでの指摘（制度・基準等に関係するもの） 

①IAEA輸送規則の表に掲載されていない核種の基礎的数値の承認規定を導

入すること 

②機器及び物品に含まれる放射性物質を規制免除とするための代替放射能

限度に係る承認規定を導入すること 

③特別形放射性物質等の設計に係る承認規定を導入すること 

④輸送物設計承認書の記載事項を追加すること 

⑤容器承認書及び運搬確認証の内容と構成を整理し、設計承認書を含め

て、それぞれが関連付けられるよう検討すること 

 

３．対応方針案 

 上記の検討事項についての対応案は別添のとおり。このうち、対応に当たり論

点となる項目について、以下に補足する。 

（１） IAEA輸送規則 2018年版の国内取り入れ関係 

① 大型で容器に収納出来ない表面汚染物（SCO-Ⅲ）を規定するとともに、同

物体の運搬に係る承認規定を導入すること 

＜IAEA輸送規則の改正内容＞ 

既に IAEA輸送規則に規定されている表面汚染密度で分類される SCOの

カテゴリーについて、同規則 2018年版では、原子力発電所で使用された

蒸気発生器等の大型で容器に収納できない表面が汚染された物の輸送を

念頭に置き、容器に収納せずに輸送できる SCO-Ⅲが新設された。SCO-Ⅲ

の承認の要件として、内表面の汚染限度等の要件と特別な管理を示す輸

送計画書の作成等が規定されている。 

 

＜対応方針案＞ 

国内規制への取り入れに関する主な課題は、次のとおり 

                                                   
3 LSA： Low Specific Activity Material、低比放射性物質。平均放射能濃度が低いもの。

該当例：天然ウラン化合物、発電所の低レベル固化廃棄物 
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○ IAEA 輸送規則において内表面の汚染限度が要件として定められてい

るが、その確認方法について定められていないことから、個別に確認

方法を審査する必要があり、現行でも輸送可能な特別措置4による運

搬の手続と比べて簡素化される部分は少ない。 

○ 現時点において、SCO-Ⅲに相当する核燃料物質に汚染された物の輸送

ニーズが国内において顕在化していない。 

このため、SCO-Ⅲの新設に係る規定については、内表面汚染の確認方法

が確立されていないこと等を踏まえ、今回は規則及び告示の改正は行わ

ず、事業者が当該汚染物を輸送するための手続を進めやすくする観点か

ら、輸送に係る申請手続ガイド5において、IAEA輸送規則を参考に、特別

措置による運搬手続を記載する方向で検討を進めることとしたい。なお、

特別措置による輸送実績の蓄積により、内表面汚染の確認方法等が確立

された場合には、規則及び告示の改正を行うこととしたい。 

 

（２）IRRSでの指摘事項関係 

① IAEA 輸送規則の表に掲載されていない放射性物質の基礎的数値に係る承

認規定を導入すること 

＜IRRSでの指摘内容＞ 

IAEA 輸送規則では、放射性物質毎の基礎的数値が表に掲載され、表に

掲載されていない放射性物質の基礎的数値（以下「未掲載の基礎的数値」

という。）の利用にあたっては、当局の承認が必要とされているが、法令

に承認手続を取り入れていない。 

＜対応方針案＞ 

未掲載の基礎的数値に係る承認規定を規則及び告示に設ける方向で検

討を進めることとしたい。 

 

② 機器及び物品に含まれる放射性物質を規制免除とするための代替放射能

限度に係る承認規定を導入すること 

＜IRRSでの指摘内容＞ 

IAEA 輸送規則では機器等に含まれる放射性物質について、当局承認を

得た上で当該物質の規制免除値よりも緩和された値を利用することがで

きることとしているが、法令の承認手続について、核燃料物質等の陸上輸

                                                   
4 規定に従って運搬することが著しく困難な場合に、安全確保のために必要な措置をとり、

原子力規制委員会の承認を得たときは、規定によらないで運搬できる措置。 
5 「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る核燃料輸送物設計承認及び容器

承認等に関する申請手続ガイド」 
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送では取り入れていないが6、RI 等の陸上輸送では一部取り入れている7。 

 

＜対応方針案＞ 

 代替放射能限度に係る承認規定については、核燃料物質等については該

当する機器及び物品の輸送ニーズが顕在化していないこと、また取り入れ

の制度的前提となる規制免除値の導入に係る指摘もなかったことを踏ま

え、今回の改正では取り入れないこととしたい。 

また、RI等の陸上輸送については、国土交通省の法令との関係を整理し、

規則及び告示を改正することとしたい。 

 

４．放射線審議会への諮問 

 IAEA 輸送規則等の国内法令への取り入れに際して、放射線障害の防止に関す

る技術基準を定めようとするときは、これまで放射線審議会へ諮問しており、今

般の改正では２．（１）②の「新たに 7核種の放射性物質の基礎的数値を定める

こと」がこれに該当すると考えられることから、６．改正スケジュールに従い同

審議会に対して諮問することとしたい。 

 

５．改正法令等 

原子力規制委員会の所管法令 

（１）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律関係 

・ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 

・ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基

準に係る細目等を定める告示 

・ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る核燃料輸送物

設計承認及び容器承認等に関する申請手続ガイド 

（２） 放射性同位元素等の規制に関する法律関係 

・ 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 

・ 放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上

の基準に係る細目等を定める告示  

                                                   
6 IRRSに提出した資料において、核燃料物質等の陸上輸送については、原子炉等規制法で

は規制免除値自体を規定しておらず、機器又は物品に含まれる放射性物質を規制免除とす

るための代替放射能限度に係る承認規定を取り入れていない旨記載した。また、該当する

機器又は物品が想定されず、特段問題は生じていないことを説明し、当該承認規定の取り

入れの制度的前提となる規制免除値の導入についての指摘はなかった。 
7 国交省所管の危険物船舶運送及び貯蔵規則（以下「船舶規則」という。）及び船舶による

放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示（以下「船舶告示」という。）は取り入れ済

みであり、RI施行規則は船舶規則等で定める基準を引用している。 
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６．改正スケジュール 

 

日程（予定） 会 議 等 備 考 

2020年 8月 

 

 

 

2020年 10月 

 

 

 

 

2020年 10月頃 

 

 

2020年 10月頃 

 

 

2020年 11月 

 

 

2020年 12月 

 

2021年 1月 1日 

原子力規制委員会 

＜意見募集開始＞ 

＜意見募集〆切＞ 

 

原子力規制委員会 

 

 

 

 

放射線審議会 

（関係省庁より改正案を諮問） 

 

放射線審議会 

（改正案について答申） 

 

原子力規制委員会 

 

 

公示（規則、告示改正） 

 

施行（規則、告示改正） 

 

改正案についての審議及び意

見募集実施の了承 

 

 

公募結果の説明、回答案及び

改正案の審議、改正案につい

て放射線審議会へ諮問するこ

との了解 

 

審議会に諮る必要のある事項

に限る 

 

 

 

 

答申を踏まえ、改正案を委員

会決定 

 

<資料一覧> 

別添 改正事項及び対応方針案 

参考１ IRRSフォローアップミッションでの指摘事項（今回の改正関係抜粋） 

参考２ 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則等の抜粋 
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別添 改正事項及び対応方針案 

 

（１）IAEA輸送規則 2018年版の国内取り入れ 

項目 国内取り入れの対応方針案 
原子炉等規制法関係 RI規制法関係 

規則8 告示9 ガイド10 規則11 告示12 

①大型で容器に収納できない表面汚染物（SCO-

Ⅲ）を規定するとともに、同物体の運搬に係る

承認規定を導入すること 

新設された SCO-Ⅲについては、内表面汚染の確認方法が確立さ

れていないこと等から規則・告示の改正は行わず、ガイドの中

で IAEA輸送規則を参考に、特別措置の手続きを記載。なお、内

表面汚染の確認方法等が確立された場合には、規則・告示を改

正 

  ○ 注１ 注１ 

②新たに 7核種（Ba-135m, Ge-69, Ir-193m, Ni-

57, Sr-83, Tb-149, Tb-161）の放射性物質の

基礎的数値を定めること 

医療用等に使用するものとして、新たに追加されたものであ

り、規定済みの基礎的数値の表に新たな核種を追加し対応  ○   ○ 

③LSA-Ⅲの要件の一つである浸出試験を求めな

いこととすること 

浸出試験が安全性の評価に大きな影響を及ぼさないことから

改定されたものであり、要件の規定を削除することで対応 
 ○   ○ 

④UF6 シリンダ落下試験時の周囲構造部材との接

触禁止の対象にプラグを追加すること 

落下試験時のプラグ保護の観点から追加されたものであり、要

件として規定を追加 
○     

⑤核分裂性物質を輸送した空容器をＬ型輸送物

として輸送する場合の要件を明確化すること 

核分裂性物質を輸送した空容器をＬ型輸送物として輸送する

場合には、容器の内部付着物が核分裂性適用除外であるとの要

件が明確化されたものであり、要件として規定を追加 

 ○    

⑥輸送物の設計において、経年変化を考慮するこ

と 

全ての輸送物を対象として、輸送物の設計において経年変化を

考慮することが追加されたものであり、要件として規定を追加 
○  ○ ○  

⑦「娘核種（daughter nuclide）」から「子孫核種

（progeny nuclide）」へ用語を変更すること 

用語を改めるものであり、規定を改正 
 ○   ○ 

注１：RIについては現時点で必要ないが、今後必要が生じた場合にはガイドを整備する。 

                                                   
8 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 
9 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 
10 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る核燃料輸送物設計承認及び容器承認等に関する申請手続ガイド 
11 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 
12 放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 
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（２）IRRS指摘事項の国内法令への反映 

項目 国内取り入れの対応方針案 
原子炉等規制法関係 RI規制法関係 

規則 告示 ガイド 規則 告示 

①IAEA 輸送規則の表に掲載されていない核種の

基礎的数値の承認規定を導入すること 

IAEA輸送規則にて、主務当局の承認が必要な事項と

されていることから、承認の規定を追加 
 ○  ○ ○ 

②機器及び物品に含まれる放射性物質を規制免

除とするための代替放射能限度に係る承認規

定を導入すること 

原子炉等規制法については、該当する輸送ニーズが

顕在化していないこと等から、今回の改正では取り

入れない。RI規制法については、国土交通省の法令

との関係を整理し、関連する規定を改正 

   
○ 

注２ 

○ 

注２ 

③特別形放射性物質等の設計に係る承認規定を

導入すること 

IAEA輸送規則にて、主務当局の承認が必要な事項と

されていることから、承認の規定を追加 
 ○   

○ 

注３ 

④輸送物設計承認書の記載事項の項目を追加す

ること 

IAEA輸送規則にて、同設計承認書に含めるべき情報

が規定されていることから、現行の承認書の書式を

改正 

 ○   ○ 

⑤容器承認書及び運搬確認証の内容と構成を整

理し、設計承認書を含めて、それぞれが関連付

けられるよう検討すること 

容器承認書及び運搬物確認証の記載事項について構

成と内容を検討した上で、それぞれに設計承認書の

参照項目を追加 

○   ○  

注２：RI施行規則及び告示では、（２）②の代替放射能限度については具体的には定めず、船舶規則及び船舶告示により「国土交通大臣が適当と認めるもの」とい

う書き方で、同大臣の承認したところによるとしていることから、原子力規制委員会の所掌範囲（陸上輸送）については、同限度について原子力規制委員

会が承認するところによる等の改正を行う。 

注３：RIについては、多国間移動となるものがあることから、合理的な取り入れとなるよう検討する。
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参考１ IRRSフォローアップミッションでの指摘事項（今回の改正関係抜粋） 

 

No 項目 内容 
別添（２）の対

応する番号 

１ 
SSR-6 要求事項の

規制文書化 

原子力規制委員会は、特別形放射性物質、（第 2）

表に掲載されていない放射性核種の数値及び機器

又は物品の規制免除運搬物のための代替放射能限

度の承認プロセスを、規制関係の文書において指定

すべきである。 

③、①、② 

２ 
輸送物設計承認書

記載事項見直し 

原子力規制委員会は、SSR-6の要件との整合を確

保するよう、輸送物設計承認書の項目を追加すべき

である。 

④ 

３ 
承認書等記載内容

関連付け 

原子力規制委員会は、容器承認書及び運搬確認書

の構成と内容を、関連する輸送物設計承認書の参照

が含まれ、容器承認書と運搬確認書のいずれについ

ても整合的で相互に連動する構成と内容が達成さ

れるよう、改正することを検討すべきである。 

⑤ 
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参考２ 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則等の抜粋 

 
○放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 

（放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬） 

第十八条の三 放射性同位元素等（危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号）

第二条第一号ト（１） に該当しないもの（原子力規制委員会の定めるものを除く。）を除く。以下

第十八条の十三までにおいて同じ。）は、次に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当

該各号に掲げる種類の放射性輸送物（放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているも

のをいう。以下同じ。）として運搬しなければならない。 

一～三 （略） 

２・３ （略） 

 

○危険物船舶運送及び貯蔵規則 

（用語） 

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ に

よる。 

一 危険物 次に掲げるものをいう。 

イ～ヘ （略） 

ト 放射性物質等 次に掲げるものをいう。 

（１）放射性物質 電離作用を有する放射線を自然に放射する物質で、告示で定めるものをいう。 

（２）放射性物質によつて汚染された物 放射性物質が付着していると認められる固体の物質

（放射性物質を除く。）で、その表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超え

るものをいう。  

 

○船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示 

第一条の二 規則第二条第一号ト（１）の告示で定める放射性物質は、次の各号のいずれかに該当す

るもの以外のものをいう。 

一 放射能濃度が別表第一、別表第三、別表第四又は別表第五の第一欄の放射性物質の種類又は区

分に応じ、それぞれ当該各表の第四欄（別表第四及び別表第五にあつては、第三欄）に掲げる数

量（以下「免除濃度」という。）未満のもの。 

二 一の荷送人により輸送物を運送するにあたり、当該輸送物すべてに含まれる放射能の総量が別

表第一、別表第三、別表第四又は別表第五の第一欄の放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞ

れ当該各表の第五欄（別表第四及び別表第五にあつては、第四欄）に掲げる数量未満のもの。 

三 鉱石等に含まれる放射性物質の放射能濃度が当該放射性物質の免除濃度の十倍を超えないも

の。 

四 放射性物質が含まれる製品であつて、国土交通大臣が適当と認めるもの。 

２ 規則第二条第一号ト（２）の告示で定める密度は、次の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応

じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度とする。 

（略） 

 

別表第一（第一条の二及び第四条関係） 

 種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度 

第一覧  第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 

原子番号 放射性物質

の種類 

特別形放射性

物質等である

場合の数量（Ａ

１値） 

 

単位 ＴＢｑ 

特別形放射性

物質等以外の

放射性物質等

である場合の

数量（Ａ２値） 

単位 ＴＢｑ 

放射能濃度 

 

単位Ｂｑ／ｇ 

放射能量 

 

単位 Ｂｑ 

１ 

･･･ 

３Ｈ 

･･･ 

４０ 

･･･ 

４０ 

･･･ 

１×１０６ 

･･･ 

１×１０９ 

･･･ 

 

別表第三 ～ 五（略） 
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1 
 

参考２ 

参考 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則等の抜粋 
 
〇核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 
（核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準） 
第十一条 核分裂性物質を第三条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当

該核分裂性物質に係る核燃料輸送物（原子力規制委員会の定めるものを除く。以下「核分

裂性輸送物」という。）は、輸送中において臨界に達しないものであるほか、第五条第三

号に定める基準に適合するもの（ＩＰ―１型輸送物又はＩＰ―２型輸送物として運搬す

る場合に限る。）及び次の各号に掲げる技術上の基準に適合するもの（原子力規制委員会

の定める要件に適合する核分裂性輸送物として運搬する場合を除く。）でなければならな

い。 
一 （略） 
二 次のいずれの場合にも臨界に達しないこと。 
イ・ロ （略） 
ハ 原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件※の下に置いた

ものを原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこととした場合 
ニ・ホ （略） 

三 （略） 
 
〇平成２年科学技術庁告示第５号（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関

する技術上の基準に係る細目等を定める告示） 
（核分裂性輸送物に係る孤立系の条件） 
第二十五条 規則第十一条第二号イ、ロ及びハの原子力規制委員会の定める孤立系の条件

は、次の各号に定める条件とする。 
一 核分裂性輸送物の中を水で満たすこと。ただし、浸水及び漏水を防止する特別な措置

が講じられた部分については、この限りでない。 
二・三 （略） 
 
 

※特別の試験条件：輸送における事故状態を想定した試験（落下試験、耐火試験等） 
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